
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



     は じ め に 
 

今日、私たちを取り巻く社会環境は、他国に類を見ない速さ

で進む少子・高齢化、ますます複雑化する産業や就業構造、

情報技術の進展といったように、さまざまな分野で急速な変貌

を遂げています。  

 また、家族形態や地域社会も変化し、人々の価値観、ライフ

スタイルも多様化しています。こうした中、市民一人ひとりが、性

別にかかわらず、個人として尊重され、自らの個性と能力を十分に発揮することのできる

「男女平等参画社会」を実現することの重要性が、これまで以上に高まっていると考えてお

ります。 

これまで佐倉市では、平成 16 年に「佐倉市男女平等参画基本計画【第 2 期】」（平成

16～20 年度）を策定し、市民の皆様や事業者、関係機関とともに計画の着実な推進を図

ってまいりました。この間、男女雇用機会均等法の改正をはじめ、関係法令の整備も進み、

労働環境の改善や市民の男女平等参画意識の醸成も、ある程度進んでまいりました。し

かしながら、男女が仕事を持ちながらも、共に協力して家事や子育て、介護などに参画で

きるワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進、女性に対するあらゆる暴力の根

絶など、解決していかなければならない課題は多く残っております。 

そこで、これまでの市の取り組みへの評価や課題を踏まえ、社会経済環境の変化や新

たな問題に対応し、男女平等参画施策をより一層推進していくため、本年度、「佐倉市男

女平等参画基本計画【第３期】」（平成２１年度～３０年度）を策定いたしました。この計画

は、配偶者等に対する暴力の根絶を目指し、DV 防止基本計画としても位置付けておりま

す。 

本計画の推進に真摯に努めてまいる所存でございますが、計画を実効性のあるものとす

るため、今後とも市民の皆様、事業者並びに関係各機関各位のご理解とご協力をお願い

申し上げます。 

終わりに、本計画を策定するにあたり、ご尽力をいただきました佐倉市男女平等参画審

議会委員の方々、市民意識調査をはじめ、これまで貴重なご意見をお寄せいただいた市

民の皆様に心からお礼を申し上げます。 

 

 

平成２１年５月 

佐 倉 市 長   蕨  和 雄 
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第１章 計画の基本的な考え方 

 

１．計画策定の趣旨 

  少子高齢化をはじめ、情報手段の高度化、温暖化などに代表される地球規模の環境

問題、さらには家族形態やライフスタイルの多様化、格差社会の広がりなど、これま

でにない社会経済環境の急速な変化が、新たな課題を生み出しています。 

  このような状況のもと、市民一人ひとりが心豊かに生き生きと暮らしていくために

は、性別にかかわりなく社会のあらゆる分野における活動に平等に参画する機会が確

保され、かつ、共に責任を担う男女平等参画社会の実現が、いっそう重要な課題とな

っています。 

  佐倉市では、平成１１年(１９９９年)３月に「佐倉市男女共同参画社会づくりプラ

ン」(平成１１年度～１５年度)を策定。その後、５年を計画期間とする「佐倉市男女

平等参画基本計画【第２期】」(平成１６年度～２０年度)において、男女平等参画社

会の実現を目指し、様々な施策に取り組んでまいりました。しかし、平成２０年度で

計画期間が満了することから、次期プランの策定が必要となりました。 

  そこで、急速な社会経済環境の変化等による新たな課題にも対応しながら、男女平

等参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、「佐倉市男女平等参画基本

計画【第３期】」(平成２１年度～３０年度)を策定します。 

 

２．前計画からの主な変更点 

（１）ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進 

   ワーク・ライフ・バランスの推進は、現在、国も積極的に取り組んでいるもので

あり、働き過ぎの解消や家庭参画できる環境づくりに密接に関係しており、これを

推進することにより、男女平等参画社会づくり、更には子育て支援にもつながるこ

とが期待できるため、基本目標の一つに位置づけました。 

 

（２）性別に配慮した新たな視点の導入 

近年の災害時の教訓から、女性の視点を盛り込んだ防犯・防災対策の促進を施策

の方向に位置づけました。 

   また、性差や年代の違いによるきめ細かな医療体制や健康の保持増進は、男女と

もに心身の健康を維持する上で欠かせないことから、性差に配慮した医療・保健の

促進やライフステージ(※)に応じた健康づくりの促進についても施策の方向に位

置づけ、具体的な取り組みとして盛り込みました。 

 

※ライフステージ 

人間の一生を段階別に区分したもの。例えば、乳幼児期、少年期、青年期、壮年期、老年期といったように、各段階で

区別する。 
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（３）ＤＶ防止基本計画としての位置づけ 

平成 20年 1月に施行された、いわゆるＤＶ防止法の改正により、市町村にＤＶ

防止基本計画が努力義務となったことから、男女平等参画基本計画【第３期】をＤ

Ｖ防止基本計画としても位置付け、ＤＶ対策の整理、充実を図りました。 

 

（４）基本事業における指標の設定 

   各担当課が実際に取り組む基本事業について、可能な限り指標を設定しました。

これは、第２期計画の進行管理をしていくうえで、これまで課題となっていたも

のです。このことで、今後の計画の進行管理をする際に、参考となるものと思わ

れます。 

 

 

３．計画の性格 

（１） この計画は国の「男女共同参画社会基本法」及び「佐倉市男女平等参画推進条

例」に基づくものであり、男女平等参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進

する基本となるものです。 

 

（２） 平成１６年３月に策定した「佐倉市男女平等参画基本計画【第２期】」の成果

を引き継ぐものです。また、具体的な事業内容によっては、実施計画としての性

格も有しています。 

 

（３） この計画は、国の「男女共同参画基本計画（第２次）」、「千葉県男女共同参画

計画（第２次）」及び、平成１３年度からスタートした「第３次佐倉市総合計画」

との整合性に配慮したものです。また、今後は次期佐倉市総合計画(平成２３年

度から)とも整合性を図っていきます。 

 

（４） この計画は、平成２０年１月に施行された「配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する法律」(いわゆるＤＶ法)の改正に伴い、市町村におけるＤＶ関

連施策に関する基本的な計画の策定が努力義務として規定されたことにより、同

法に基づく基本計画としても位置づけています。 

 

４．計画の期間 

   この計画は、平成２１年度（２００９年度）を初年度とし、平成３０年度（２０

１８年度）までの１０年間とします。なお、次期佐倉市総合計画及び今後の社会情

勢の変化や本計画の進行状況等も踏まえ、中間年の平成２５年度（２０１３年度）

までには計画を見直すとともに、そのほかにも必要に応じた見直しを行うものとし

ます。 
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男女平等参画社会づくり推進のために期待する施策 
 （回答数 ５つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 「佐倉市男女平等参画社会に関する市民意識調査報告書」(平成 19年度) 

〈 全 体 〉 〈 性 別 〉

（ｎ＝1,199）　　 (%)

保育園や児童ホームの整備など子育て支援の充実

女性の再就職・起業など自立支援のための教育・学習
機会の充実

高齢者福祉や障害者福祉の充実

幼児教育や学校教育において、男女平等意識の育成

育児休業・介護休業制度などの休業制度の啓発

男性も身の回りの事ができるよう、家事講座などの学
習機会の充実

市の審議会や委員会など市の政策方針決定の場へ女性
登用の推進

職場における、男女の均等な取扱についての周知徹底

男女平等に関する法律や制度について情報提供の充実

各種団体などの女性リーダーの養成

健康診断・生活習慣病予防など健康管理対策の充実

ボランティア活動・ＮＰＯ活動の充実

女性に対する暴力の防止対策の充実

男女平等参画推進センターの充実

女性のための相談業務の充実

市職員の男女平等意識の推進

性教育・性に関する学習機会の充実

男性のための相談業務の充実

農業従事者への家族経営協定の啓発

その他

特になし

無回答
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A 人権侵害のない社会づくり ① 人権侵害を許さない社会環境づくり

② メディアにおける人権への十分な配慮

③ セクシュアル・ハラスメントの防止

④ 女性の視点を盛り込んだ防犯・防災対策の促進

⑤ 国際理解・文化交流の促進

B 性差によるあらゆる暴力の根絶 ①
ドメステック・バイオレンス（DV）防止への取り組み
強化

② DＶに関する相談・支援体制の充実

③ 関係機関との連携強化

Ⅰ人権の尊重

５．佐倉市男女平等参画基本計画【第３期】の体系　

施策の方向個別課題基本目標

C 男女平等の意識づくり ① 男女平等推進のための意識啓発

② 男女平等参画関連情報の収集、提供

③ 固定的な性別役割分担意識と慣行の見直し

① 男女平等教育の推進

② 教職員への男女平等意識の醸成

③ 生涯教育における学習機会の提供

E 職場における男女平等参画 ① 雇用機会の均等及び職場環境の整備、改善

② 「仕事と生活の調和」意識の浸透

③ 女性の再チャレンジをはじめとした就労支援

④ 農業、自営業等における男女平等参画の促進

F 家庭における男女平等参画 ① 家庭における男女平等参画意識の浸透

Ⅱ
ワーク・ライフ・バランス
（仕事と生活の調和）の推進

D
男女平等の視点に立った教育・
学習の推進

家庭における男女平等参画 ① 家庭における男女平等参画意識の浸透

② 多様な子育て環境の整備と情報の提供

③ 介護に関する環境の整備と情報の提供

① 政策・方針決定への女性の参画の促進

③ 管理職などへの女性の積極的登用

H 地域活動への男女平等参画 ① 地域活動への参加機会の拡大と情報の提供

② 市民団体などへの支援及び交流促進

③ 市民協働による男女平等参画の推進

I 生涯にわたる心と体の健康づくり ① 性差に配慮した医療・保健の促進

② ライフステージに応じた健康づくりの促進

事業所や各種団体などの方針決定への女性の
参画促進

あらゆる場への男女平等
参画の推進

安心して暮らせるまちづくり

Ⅲ
②

Ⅳ

G
意思決定過程における男女平等
参画

J 安全・安心な社会環境の整備 ① 安心して妊娠・出産できる環境整備

② 子どもの健全育成の推進

③
男女平等参画の視点に立った高齢者、障害者施
策の充実

K 庁内推進体制の構築 ① 庁内推進組織の設置

② 市職員に対する男女平等参画意識の啓発

③ 基本計画の進行管理強化

④ 男女平等参画推進センターの充実

L 国・県・関係機関との連携 ① 国や県との連携、協力

② 近隣自治体との情報の収集、提供

Ⅴ推進体制の整備

- ４ -
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基本目標Ⅰ 人権の尊重 

 男女平等参画社会づくりを推進していくためには、性別にかかわりなく、個人としての尊厳を重んじ、

多様なライフスタイルを認め合い、それぞれの個性と能力が発揮できる機会を確保する必要があります。 

 しかしながら、性別による固定的な役割分担意識や、それに基づく社会慣行は依然として残っており、

個人の自由な生き方にも影響を及ぼしている状況にあります。 

 また、男女平等参画社会の実現にとって、その阻害要因となっているドメスティック・バイオレンス

(ＤＶ※)やセクシュアル・ハラスメント(セクハラ※)等の根絶が不可欠です。そのためには、ＤＶ、セ

クハラ等が人権の享受を妨げ、自由を侵害するものだという意識を広めることが重要です。 

 そこで、人権尊重に基づく男女平等意識を確立するため、性差別と人権侵害を許さない社会づくりを

進めるとともに、地域や家庭、社会といったあらゆる場における男女平等教育・学習の推進を図ってい

きます。 

 

課題A 人権侵害のない社会づくり 

 男女平等参画を進めていくうえで、その根底をなす基本理念が人権の尊重です。日本国憲法にも個

人の尊重と法の下の平等がうたわれているように、基本的人権は守られなければなりません。 

 職場等におけるセクハラはもとより、近年の情報化社会の進展の中、メディアを通じてもたら

される様々な情報による影響、さらには急速に進む国際化の流れの中、より身近になった国際感

覚を必要とする活動機会の増加など、これまで以上に人権への配慮が求められています。 

 

【施策の方向①  人権侵害を許さない社会環境づくり】 
事業
No. 

<基 本 事 業 名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

１ 
<人権尊重についての広報・啓発> 

人権啓発パンフレットの配布や講演会、学習会等を開催します。 
自治人権推進課 

継

続 

２ 
<人権侵害に対する相談等の充実> 

人権相談の充実、法務局との連携等を図ります。 
自治人権推進課 

継

続 

 
◆指標◆ 
事業No. 項  目 数値目標 担当課 

１ 講演会の開催回数 年１回以上 自治人権推進課 

 

※ドメスティック・バイオレンス(ＤＶ) 

配偶者（事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）又は配偶者であった者に対する暴力的行為をいう。ここでいう暴力的行為

は、身体的暴力に限らず、精神的、経済的、性的等、あらゆる暴力が含まれる。 

※セクシュアル・ハラスメント(セクハラ) 

  一般的に、雇用の場等で起こる「性的嫌がらせ」。相手の意に反した性的な言動を行い、それに対する対応によって仕事を遂

行する上で、一定の不利益を与えたり、それを繰り返すことで就業環境を著しく悪化させることをいう。身体への不必要な接触、

性的関係の強要、性的なうわさの流布、多くの人の目に触れる場へのわいせつな写真の掲示などが含まれる。 
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【施策の方向②  メディアにおける人権への十分な配慮】 
事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

３ 

<メディア・リテラシー(※)に関する意識啓発> 

様々なメディアから発信される情報を、主体的に収集・判断でき

る能力の向上を図り、理解を深めるための学習機会や情報を提供

します。 

自治人権推進課 
継

続 

４ 

<人権尊重の視点に立った広報活動> 

男女平等をはじめとした人権に配慮した広報紙や広報番組を作

成します。 

広報課 
継

続 

 
◆指標◆ 
事業No. 項  目 数値目標 担当課 

４ 
広報紙掲載回数 年６回以上 広報課 

広報番組放送回数 年４回以上 広報課 

 
 
【施策の方向③  セクシュアル・ハラスメントの防止】 

 
◆指標◆ 
事業No. 項  目 数値目標 担当課 

７ 新規採用職員等未受講者に対する研修会の開催 年 1回 総務課 

 
 
※メディア・リテラシー 

様々な情報があふれる現代社会において、テレビや新聞雑誌、コンピュータなど、あらゆるメディアからもたらされる情報を主体的に

読み解き、活用する能力。さらにはメディアを使って表現する能力をいう。 

事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

５ 

<セクシュアル・ハラスメントに関する調査・研究の実施> 

市職員を対象にした職場環境調査を活用し、人権を尊重する視点

での項目を設定し、実態の把握に努めます。 

総務課 
継

続 

６ 

<セクシュアル・ハラスメント等の相談窓口の充実> 

利用しやすい相談体制の構築を目指し、相談窓口の充実を図りま

す。 (専用電話の導入、相談窓口の外部委託化の検討等) 

総務課 
継

続 

７ 

<市職員の行動規範の徹底と研修の実施> 

「職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に関する要

綱」及び「防止指針」についての研修会等を実施し、周知を図り

ます。 

総務課 
継

続 
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【施策の方向④  女性の視点を盛り込んだ防犯・防災対策の促進】 

 
 
 
◆指標◆ 
事業No. 項  目 数値目標 担当課 

８ 
防犯資器材の新規貸し出し団体 年５団体 自治人権推進課 

ホームページ等の情報の更新 年５回 自治人権推進課 

９ 佐倉市街灯補助金交付申請 年２回以上 道路管理課 

１０ 違反広告物除去回数 年１２回以上 都市計画課 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

８ 

<暴力の発生を防ぐ環境づくりの推進> 

関係団体と連携した犯罪防止のための地域防犯パトロールを実

施します。 

自治人権推進課 
継

続 

９ 
<暴力を誘因する住環境の改善・整備 > 

道路照明灯の設置や街灯の設置補助をします。 道路管理課 
新

規 

１０ 

<女性に対する暴力を誘因する環境の改善 > 

違反看板等の広告物を撤去することで、地域の環境、防犯面での

向上を図ります。 

都市計画課 
継

続 

１１ 

<女性の視点を盛り込んだ防災計画づくり> 

佐倉市地域防災計画に女性の視点が盛り込まれているかを点検

し、必要に応じて見直しを行います。 

 また適宜、市民への防災意識の啓発を行います。 

交通防災課 
新

規 
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【施策の方向⑤  国際理解・文化交流の促進】 

 
 
 
◆指標◆ 
事業No. 項  目 数値目標 担当課 

１２ 
講演会等の開催 年２回程度 広報課 

交流機会の提供 年１回程度 広報課 

１３ 多言語による情報提供 月１回以上 広報課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

１２ 

< 国際的な男女平等に関する情報及び在住外国人との交流機会

の提供 > 

佐倉国際交流基金や佐倉日蘭協会等と連携し、文化や風習、男女

平等意識など外国での価値観や国際情勢等について、相互理解を

深めるための情報提供を行うとともに、多様な文化に対して開か

れた都市となるよう、市民レベルでの国際交流の推進や交流機会

の提供を行います。 

広報課 

文化課 

継

続 

１３ 

<外国人への情報提供及び相談機能の充実 > 

多言語による情報提供を進めるとともに、佐倉国際交流基金等と

連携し、相談機能を充実します。 

広報課 
継

続 
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課題B 性差によるあらゆる暴力の根絶 

 ＤＶ(配偶者やパートナー等からの暴力)は、児童虐待などと同様に、その被害が表面に出にく

いことから、その深刻さが社会的に十分理解されていません。しかし、そうした行為は、被害者

の心身を著しく傷つけ、人間としての尊厳を踏みにじる、決して許されない行為です。 

 また、ＤＶは当事者だけの個別な問題ではなく、男女平等参画を著しく阻害する社会問題とし

てとらえ、暴力等の発生を防止し、根絶するための意識啓発や相談体制など被害者支援施策の充

実に積極的に取り組む必要があります。 

 

【施策の方向①  ドメスティック・バイオレンス(ＤＶ)防止への取り組み強化】 

 
 
 
◆指標◆ 
事業No. 項  目 数値目標 担当課 

１４ 啓発リーフレットの配布・住民回覧 年１回以上 児童青少年課 

１８ 小中学校での性教育の実施 全小中学校での実施 指導課 

 
 
 
 
 

事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

１４ 

<セクハラ、ＤＶに関する情報提供> 

個人の人権を尊重するという視点から、セクハラ、ＤＶなど性差

に由来する人権侵害や暴力の根絶に向けた情報提供を行います。 

自治人権推進課 

児童青少年課 

継

続 

１５ 

<ＤＶについての学習機会の提供> 

性差に由来する暴力の根絶に向けて、講座・講演会等の学習機会

の提供を行います。 

自治人権推進課 
継

続 

１６ 

<ＤＶ被害者に接する関係職員への研修機会の提供> 

ＤＶ被害者に接する関係職員に対して、被害者の人権等に十分な

配慮がなされるよう、研修機会の提供を行います。 

総務課 

児童青少年課 

継

続 

１７ 

<性の商品化、性被害及び望まない妊娠の防止に関する情報の提供> 

性を人権尊重の視点からとらえることができるよう、関連情報の

収集・提供を行います。 

自治人権推進課 

健康増進課 

継

続 

１８ 

<性に関する正しい知識の習得> 

性を人権尊重の視点からとらえることができるよう、学校教育に

おける指導・啓発を進めます。 

指導課 
継

続 
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【施策の方向②  ＤＶに関する相談・支援体制の充実】 

 
 
◆指標◆ 
事業No. 項  目 数値目標 担当課 

１９ 
広報紙での案内 年１２回 自治人権推進課 

広報・ホームページへの掲載 毎月 児童青少年課 

２０ 来所・電話・訪問相談  児童青少年課 

２１ シェルター(※)入所随伴及び緊急避難支援  児童青少年課 

 
 
 
 
 
※シェルター 

DV 被害者が加害者から避難するための緊急一時的な保護施設。保護施設としての機能のほか、被害者への支援を行い、自立に向

け準備をする場としての機能も果たす。 

事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

１９ 

<女性のための相談窓口に関する広報の充実> 

女性のための相談窓口について、広報紙、ホームページ等を活用

し、広報活動を充実させ、情報の周知を図ります。 

自治人権推進課 

児童青少年課 

継

続 

２０ 

<市の相談機能及び関係機関との連携の強化> 

法人委託する地域包括支援センターとも連携し、各世代及びニー

ズに応じた相談を行います。 

高齢者福祉課 

児童青少年課 

新

規 

２１ 

<緊急保護等を求めるＤＶ被害者の支援> 

関係機関と連携し、被害者及びその家族に適切な支援を行うとと

もに、状況に応じて緊急避難支援を実施します。 

児童青少年課 

高齢者福祉課 

障害福祉課 

新

規 

２２ 

<配偶者暴力相談支援センターに関する検討> 

ＤＶ相談への対応の向上を図るため、配偶者暴力相談支援センタ

ーの設置について検討します。 

児童青少年課 
新

規 

２３ 
<配偶者等暴力被害者の自立支援の充実> 

行政機関の各種手続きに関する情報の提供や援助をします。 
児童青少年課 

新

規 

２４ 

<実情に合わせた相談・支援施策の研究> 

男性相談窓口やＤＶ加害者対策などの施策について、調査、研究

を行います。 

自治人権推進課 

児童青少年課 

新

規 
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【施策の方向③  関係機関との連携強化】 
事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

２５ 

<ＤＶ関係機関との情報共有及び連携の強化> 

家庭内等における暴力対策庁内連絡会議及び家庭内等における

暴力対策ネットワーク会議の機能を充実し、関係機関との連携強

化を図ります。 

自治人権推進課 

児童青少年課 

継

続 

２６ 

<早期発見に向けた機関の連携> 

母子保健をはじめとする各種保健事業、要介護認定及び障害程度

区分認定調査において、ＤＶ被害者を早期に発見し、相談機関に

つなげていきます。 

健康増進課 

介護保険課 

障害福祉課 

新

規 

◆指標◆ 
事業No. 項  目 数値目標 担当課 

２５ 
暴力対策ネットワーク会議代表者会議及び庁内会議の

開催 
年１回以上 児童青少年課 

 

 

ドメスティック・バイオレンスの経験 

(回答数 項目ごとに１つ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「佐倉市男女平等参画社会に関する市民意識調査報告書」(平成 19年度) 

（ｎ＝ 1,199）
(% )

（ア）大声でどなられる 38 .6

（イ）「だれのおかげで生活できるん
　　　だ」とか「かいしょうなし」等と
　　　言われる

16 .2

（ウ）交友関係や電話を必要以上に、
　　　細かく監視される

11 .9

（エ）生活費を渡してくれない 3 .8

（オ）何を言っても無視され続ける 12 .6

（カ）あなたは見たくないのに、ポルノ
　　　ビデオやポルノ雑誌を見せられる

3 .0

（キ）あなたがいやがっているのに、
　　　性的な行為を強要される

11 .8

（ク）医師の治療が必要とならない程度
　　　の暴行を受ける

6 .7

（ケ）医師の治療が必要となる程度の
　　　暴行を受ける

2 .2

（コ）命の危険を感じるくらいの暴行を
　　　受ける

1 .7

（サ）その他 0 .5

経
験
が
あ
る
（
計
）

13 .0

5 .0

25 .6

11 .2

7 .8

9 .7

8 .9

5 .1

55 .2

77 .9

82 .1

89 .2

80 .9

90 .7

81 .6

87 .1

91 .4

91 .8

12 .9

6 .2

5 .9

6 .0

7 .0

6 .5

6 .3

6 .6

6 .3

6 .4

86 .6

0 .5

0 .2

0 .4

0 .3

4 .1

1 .9

2 .9

1 .6

2 .9

1 .9

1 .8

1 .5

0 .0

2 .7

6 .5

何
度
も
あ
っ
た

１
、
２
度
あ
っ
た

ま
っ
た
く
な
い

無
回
答

経験がある（計 ）
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女性の人権が侵害されていると感じること 

（回答数 無制限） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「佐倉市男女平等参画社会に関する市民意識調査報告書」(平成 19年度    

 

 

 

 

 

〈 全 体 〉 〈 性 別 〉

（ｎ＝1,199）　　 (%)

レイプ（強姦）などの女性への性暴力

痴漢等の女性へのわいせつな行為

職場等におけるセクシュアル・ハラスメント
（性的いやがらせ）

売春・買春・援助交際

ストーカーなどの女性へのつきまとい行為

家庭内での夫から妻への暴力

夫婦生活における一方的なセックスの強要

女性のヌード写真を掲載した雑誌等

ポルノ映画・アダルトビデオ

女性の体の一部などを内容と無関係に使用
した広告

女性の容姿を競うミス・コンテスト

その他

特に感じない

わからない

無回答

71.8

66.5

47.7

48.0

43.0

38.2

24.5

21.3

20.0

20.4

8.1

0.6

3.3

4.0

3.5

63.4

57.9

43.8

33.9

41.4

34.4

17.2

11.7

11.7

10.4

6.2

0.7

5.5

7.0

4.6

0 20 40 60 80

女性（ｎ＝719）

男性（ｎ＝454）

68.0

62.9

45.8

42.4

42.2

36.1

21.4

17.7

16.8

16.6

7.3

0.6

4.2

5.5

4.3

0 20 40 60 80
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課題C 男女平等の意識づくり 

 「男女共同参画社会基本法」や「男女雇用機会均等法」、「育児・介護休業法」が改正され、男女平

等参画に向けた社会的な条件整備は進んできています。 

 しかしながら、性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく慣行なども、時代の流れとともに

少しずつ改善されてきているとはいえ、依然として根強く残っているのも事実であり、このことが、

わたしたち一人ひとりの生き方に影響を及ぼし、各自の持っている個性や能力を十分に発揮する機会

の妨げにもなっています。 

 そこで、広報をはじめとした様々なメディアを利用した情報の提供や、講座や講演会の開催といっ

た学習機会を通してジェンダー(※P14 参照)に敏感な視点を持てるよう、男女平等参画に向けた意識

改革を行っていく必要があります。 

 
【施策の方向①  男女平等推進のための意識啓発】 

 
 
 

事業
No. 

<基  本 事  業 名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

２７ 

<男女平等参画に関する講座、講演会等の実施> 

男女平等参画社会の形成に向け、男女の自立や意識を高めること

を目的とした講座、講演会等を開催します。 

自治人権推進課 

社会教育課 

公民館 

継

続 

２８ 

<男女平等参画を推進するための公民館講座における講座、家庭

教育事業の研究> 

男女平等参画を推進するために、より多くの人に関心を持っても

らえるようなプログラムの研究を進めます。 

社会教育課 

公民館 

継

続 

２９ 

<男女平等参画社会づくり推進期間に合わせた啓発事業の実施 > 

男女平等参画社会の形成に向け、国が定める男女共同参画週間(6

月 23日～6月 29日）に合わせ、講演会等の事業を実施します。 

自治人権推進課 
継

続 

３０ 

<男女平等参画に関する情報誌等の発行 > 

男女平等参画を推進するための情報誌や啓発リーフレットを発

行し、継続的、効果的に啓発します。 

自治人権推進課 
継

続 

３１ 

< 若い世代の女性・男性向け講座等の実施> 

若い世代に向けた学習機会を提供し、男女平等参画に対する関心

を深めるように努めます。 

・ジェンダーに関する講座の開催 

・エイズ・性感染症に対する正しい知識の提供 

・成人式等を利用した男女平等参画に関する資料等の配布 

自治人権推進課 

健康増進課 

児童青少年課 

継

続 

３２ 

<民生・児童委員に対する男女平等参画意識の醸成> 

地域で活動する民生・児童委員に対する研修の実施や情報提供に

よって、男女平等意識の浸透を図ります。 

社会福祉課 
新

規 
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◆指標◆ 
事業No. 項  目 数値目標 担当課 

２７ 
講演会等の開催 年２回 自治人権推進課 

講座・講演会の開催回数 年１回以上 社会教育課 

２８ 講座・講演会の開催回数 年１回以上 社会教育課 

２９ 講演会等の開催 年１回 自治人権推進課 

３０ 
情報誌の発行 年２回 自治人権推進課 

リーフレット等の発行 ２年に１回 自治人権推進課 

 
【施策の方向②  男女平等参画関連情報の収集、提供】 

 
 
 
※ジェンダー(社会的性別) 

人間に生まれついてある生物学的性別(セックス/SEX)とは別に、社会通念や慣習などにより作られた「男性像」や「女性像」の

ような男性、女性の別を「ジェンダー(社会的性別)」という。この「ジェンダー」という言葉自体は「良い」、「悪い」の価値を含むもの

ではなく、国際的にも使われている。 

事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

３３ 

<ケーブルテレビを利用した情報の提供> 

ケーブルテレビによる市の広報番組において関係番組を放送し、

情報提供を行います。 

広報課 
継

続 

３４ 

<広報紙に掲載する男女平等参画に関する記事の充実 > 

男女平等参画社会づくりに向け、広報紙に様々な関連情報を掲載

し、記事の充実に努めます。 

広報課 

自治人権推進課 

継

続 

３５ 

<男女平等参画に関する図書及び資料の収集と提供 > 

法律や制度をはじめ、国、県、地方公共団体等による男女平等参

画への取り組み等について広く情報を収集整理し、情報提供を行

います。 

自治人権推進課 
継

続 

３６ 

<市民意識調査の実施> 

定期的に男女平等に関する市民の意識や実態を調査・分析し、男

女平等参画推進のための資料として活用します。 

自治人権推進課 
継

続 

３７ 

<市内図書館等との連携 > 

市内図書館や公民館及び男女平等参画推進センター(ミウズ)等

とオンラインで連携し、情報活用の充実を図ります。 

自治人権推進課 

図書館 

継

続 

３８ 

<インターネット等を活用した情報の提供> 

ビデオ、インターネットをはじめ様々なメディアを活用し、男女

平等参画に関する情報提供を行います。 

自治人権推進課 
継

続 
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◆指標◆ 
事業No. 項  目 数値目標 担当課 

３３ 広報番組放送回数 年４回以上 広報課 

３４ 
広報紙の発行 年６回以上 広報課 

広報紙への関連情報の掲載回数 年１０回以上 自治人権推進課 

３６ 男女平等参画意識に関する市民意識調査の実施 ５年に１回 自治人権推進課 

３８ ホームページの更新 年５回以上 自治人権推進課 

 
 
 
 
 

各分野における男女平等感 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 「佐倉市男女平等参画社会に関する市民意識調査報告書」(平成 19年度) 

 

（ｎ＝1,199）
(%)

（ア）家庭生活の中で 53.0 9.2

（イ）地域社会の中で 56.8 8.8

（ウ）学校教育の場で 17.3 6.1

（エ）職場の中で 70.8 6.2

（オ）法律や制度の中で 43.8 5.6

（カ）政治の場で 72.6 1.1

（キ）社会通念・習慣・
　　　しきたりなどで

80.5 1.7

（ク）人生を決める
　　　選択肢や自由さ

53.2 6.8

（ケ）社会全体でみた
　　　場合

72.8 3.2
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遇
（
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【施策の方向③  固定的な性別役割分担意識と慣行の見直し】 

 

◆指標◆ 
事業No. 項  目 数値目標 担当課 

４０ 学習会の開催 年２回 自治人権推進課 

 

 

 

男女平等な社会にするために今後必要なこと 

                                 (回答数 無制限) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「佐倉市男女平等参画社会に関する市民意識調査報告書」(平成 19年度) 

 

事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

３９ 

<男性の育児や介護に関する情報と学習機会の提供> 

男女が共に育児や介護にかかわることの重要性について理解を

深め、男性の積極的な参加をうながすための情報や学習機会の提

供を行います。 

子育て支援課 

健康増進課 

介護保険課 

継

続 

４０ 

<固定的な性別役割分担意識や慣行の見直しの促進> 

「男は仕事、女は家庭」に象徴される固定的な性別役割分担意識

や慣行を見直し、男女が共に参画して社会づくりを進める意識の

浸透を図るための情報や学習機会の提供を行います。 

自治人権推進課 

公民館 

継

続 

〈 全 体 〉 〈 性 別 〉

（ｎ＝1,199）　　 (%)

男性が積極的に家事・育児に参加できるよう、
働き方や制度を見直す

男性が女性の社会参画に理解を持ち、協力する

子どもの時から、家庭や学校で男女平等につい
て教える

女性が経済力を持つ

女性が問題意識を持ち、積極的に社会参画する

政策決定の場に参画する女性を増やす

市など行政機関が男女平等についての情報を発
信し、啓発する

その他

わからない

無回答

63.2
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43.0

31.5
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31.9

21.6

4.0

3.1

1.3
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女性（ｎ＝719）

男性（ｎ＝454）
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課題D 男女平等の視点に立った教育・学習の推進 

 男女平等の意識づくりは、家庭、学校、地域、職場など、それぞれで行われる教育や学習と深いか

かわりをもっています。家庭においては、親の意識や生活態度等が、学校においては、その指導内容

や教職員の意識と行動が子どもに与える影響は大きいものがあります。そこで、子どもに対しては、

その発達段階に応じて、性別にとらわれない個性を尊重した教育を行うとことが求められます。そし

て、地域や社会においても、すべての人が違いを認め合いながら、対等な関係を重んじ、その個性や

能力を伸ばせるよう、生涯を通じて教育・学習の充実を図っていくことが必要です。 

 

 

【施策の方向①  男女平等教育の推進】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

４1 

<就学前における男女平等の推進> 

保育園、幼稚園等における男女平等の視点に配慮した保育や教育

を推進します。 

子育て支援課 

指導課 

継

続 

４２ 

<学校教育における男女平等教育の推進> 

男女平等参画意識の形成やジェンダーにとらわれない自立した

男女を育成するため、広く男女平等の視点に立った教育を進めま

す。 

指導課 
継

続 

４３ 
<男女混合名簿の導入促進> 

学校における男女混合名簿の導入促進を図ります。 
指導課 

継

続 

４４ 

<個性を生かす進路指導等の推進> 

性別にこだわらず、自分の未来 (進路や職業選択等)を考える力

となる進路指導を推進します。 

指導課 
継

続 

４５ 

<学校と家庭、地域との連携> 

ＰＴＡ活動等を活用し、家庭や地域と連携して、男女平等参画の

醸成を図ります。 

・学校における男女平等教育についての広報の推進 

・学校と家庭、地域が連携した男女平等参画の推進 

指導課 
継

続 
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【施策の方向②  教職員への男女平等意識の醸成】 

 
 
◆指標◆ 
事業No. 項  目 数値目標 担当課 

４８ 
児童インストラクター向け講習時に男女平等参

画の研修時間をとること 
年１回 子育て支援課 

 
 
 
【施策の方向③  生涯教育における学習機会の提供】 

 

 

事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

４６ 

<教職員等への男女平等に関する研修機会の充実> 

子どもたちの意識形成や行動に大きな影響を与える教職員に対

し、男女平等教育についての理解を深めるための研修機会の充実

を図ります。 

・男女平等教育に関する教職員校内研修の推進 

指導課 
継

続 

４７ 

<校務分掌等における男女平等意識の推進> 

性別にこだわらない、適材適所の職務分担を行い、校務分掌にお

ける固定的な性別役割分担意識の解消に努めます。 

学務課 
継

続 

４８ 

<学童保育等の指導員への男女平等参画意識の推進> 

学童保育所や放課後児童ルーム等における指導員への男女平等

参画に関する意識啓発を推進します。 

子育て支援課 
新

規 

事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

４９ 

<生涯学習活動の推進> 

男女平等の視点に立ち、一人ひとりが自分の能力や希望によっ

て、生涯学び続けられる機会の提供を行います。 

社会教育課 

公民館 

新

規 

５０ 

<市民の自主的な学習グループ、サークル活動への支援> 

自主学習グループやサークルの文化活動等を支援することで、男

女が共に参画する社会づくりを促進します。 

社会教育課 

公民館 

新

規 
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基本目標Ⅱ ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)※の推進 

 男女平等参画社会を実現するためには、私たち一人ひとりが自分自身の生き方を自由に選択し、

自らの希望するバランスで仕事と生活の両立が可能な環境づくりが求められます。 

 しかしながら、依然として男性は仕事中心となり、家事や育児、介護等はその多くを女性が担

っています。このような固定的な役割分担意識は、女性の社会参画等の障害となるだけでなく、

多くの男性が育児などにかかわりたいと望みながら育児休業の取得に至っていない現状を生んで

いるとも言えます。 

 少子高齢化が進む中、男女が共に仕事上の責任と育児や介護などの家庭的責任、地域活動への

参加などを、それぞれの置かれた状況に応じてバランスよく担い、両立させていくことは、個人

の人生を充実させ、社会の活力を維持していくために非常に重要なことです。 

 そしてこのことは、男女共同参画基本法や条例の基本理念でもあり、その実現のためには、ワ

ーク・ライフ・バランスを支援する社会環境づくりを進めていく必要があります。 
 

課題E 職場における男女平等参画 

 「男女雇用機会均等法」等の施行、改正により、女性の働く環境は徐々に改善され、整備され

つつあります。しかしながら、雇用、待遇、昇任・昇格の不平等、今もなお実質的には男女平等

が実現していないのが現状です。 

 また、自営業や農業に従事する女性にとって、労働に対する評価や報酬はあいまいで、十分な

ものではない状況にあります。 

 そこで、女性が妊娠・出産・育児などの影響を受けずに、継続して労働できる環境整備をはじ

め、あらゆる就業の場において男女が均等な機会を与えられ、働く意欲や能力が十分に発揮でき、

正当に評価される環境づくりが求められます。 
 

【施策の方向①  雇用機会の均等及び職場環境の整備、改善】 

 

※ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和) 

労働者が仕事と生活をうまく調和させること。元来、仕事の充実と同じくらい家庭や遊びといった生活での充実は重要であるも

のの、仕事に追われて生活を楽しめなかったり、仕事と子育ての両立に悩んだりと、現実には仕事と生活の間で問題を抱えてい

る労働者は多く、平成19年12月、関係閣僚、経済界、労働界、地方自治体の合意により「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バラ

ンス)憲章」が策定され、その実現に向けて官民一体となって取り組み始めた。 

事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

５１ 

<商工会議所との連携、協力> 

商工会議所を通じて、自営業者を含む市内企業等に男女平等参画

社会づくりに対する理解と協力を求めます。 

商工観光課 
新

規 

５２ 

<パートタイム労働者等への関係法規等の情報提供> 

労働者の権利と責任に関する理解を深めるために、パートタイム

労働者等に対し、関係機関と連携して法令等の情報提供を行いま

す。 

商工観光課 
継

続 
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【施策の方向②  「仕事と生活の調和」意識の浸透】 

 
 
 
【施策の方向③  女性の再チャレンジをはじめとした就労支援】 

 
 

 

 

 

 

事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

５３ 

< 事業所等へのワーク・ライフ・バランス意識の普及・啓発> 

関係機関と連携し、事業所等へのワーク・ライフ・バランスに関

する取り組みを促進します。 

商工観光課 
新

規 

５４ 

<市職員へのワーク・ライフ・バランス意識の普及・啓発> 

市職員一人ひとりがワーク・ライフ・バランス意識を持って仕事

に当たるとともに、実践していけるように積極的な働きかけや、

情報提供を行います。 

総務課 

自治人権推進課 

新

規 

事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

５５ 

<女性の職業能力開発の支援> 

就労を希望する女性の職業能力を高めるための支援に関する情

報提供を行います。 

・関係機関で行われている職業意識、職業能力増進のための講座、

訓練機会の情報提供 

商工観光課 
継

続 

５６ 

<就業相談事業の支援> 

広報紙等を利用し、定期的に就業相談窓口情報を提供するととも

に、関係機関との連携を図りながら、女性の就職・再就職等のた

めの相談事業の支援を行います。 

商工観光課 
継

続 

５７ 
<関係機関と連携した再就職支援> 

関係機関と連携し、再就職を図るための情報提供を行います。 
商工観光課 

継

続 

５８ 

<地域職業相談室の利用促進> 

公共職業安定所と連携するとともに、地域職業相談室設置につい

て広報し、利用の促進を図ります。 

商工観光課 
継

続 

５９ 
<創業に対する支援> 

関係機関と連携を図り、創業に関する情報提供等を行います。 商工観光課 
継

続 
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【施策の方向④  農業、自営業等における男女平等参画の促進】 

事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

６０ 

<自営業者への男女平等参画> 

商工会議所を通じて、自営業者を含む市内企業等に男女平等参画

社会づくりへの理解と協力を求めます。(再掲) 

商工観光課 
継

続 

６１ 

<農業従事者を対象に、男女平等参画を実現するための講座等の

開催> 

農業における男女平等参画社会の実現を目指し、積極的な情報提

供を進めながら講座等を開催します。 

・農業に従事する女性の能力開発研修会等の実施 

・女性の果たしている役割を適正に評価し、女性の社会的基盤を

確立するために、家族経営協定の普及や農業者年金への女性の

加入促進を図る講座、訪問説明等の実施 

農政課 

農業委員会 

継

続 

６２ 

<女性農業従事者のネットワークづくりの推進> 

地域の連帯感を高め、女性グループの交流を深めるために、ネッ

トワークづくりを推進します。 

農政課 
継

続 

６３ 

<農業労働力の補完システムの研究及び検討> 

農業における男女平等参画を推進するため、県及び関係機関と連携

を図り、農業労働力の補完システムの研究及び検討を進めます。 

農政課 
継

続 

６４ 

<家族経営協定の締結の支援> 

印旛農業改良普及センターとの連携を図りながら家族経営協定

の締結を支援します。 

農政課 
継

続 

６５ 
<農業者年金の加入促進> 

家族経営協定及び農業者年金の加入促進に努めます。 農業委員会 
新

規 

６６ 

<起業活動の支援> 

起業のための補助金等による支援制度等について、積極的に情報

を提供します。 

農政課 
継

続 

６７ 

<農業指導者層に対する男女平等意識を形成する講座等の開催> 

農業における男女平等参画社会の実現に向け、農業指導者層を対

象とした男女平等意識を形成する講座、研修会等を関係機関と連

携を図りながら開催します。 

農政課 

農業委員会 

継

続 

６８ 

<女性の経営能力と生産技術能力の向上のための講座等の開催> 

農業における男女平等参画社会の実現を目指し、女性の経営能力

と生産技術向上のための講座等を開催します。 

・食品衛生法等の学習講座 

・家族経営協定等に関する講座 

・インターネットなどを活用した農産物販売の研究講座 

農政課 
継

続 



基本目標Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの推進 

- 22 - 

◆指標◆ 
事業No. 項  目 数値目標 担当課 

６１ 

女性グループ主催による講座または訪問説明の

実施 
年１回以上 農政課 

訪問説明の実施 年２回以上 農業委員会 

６２ 女性グループ １グループ以上 農政課 

６３ 関係機関と連携して研究及び検討 年１回以上 農政課 

６４ 家族経営協定の締結 年４件以上 農政課 

６５ 農業者年金加入 年２件 農業委員会 

６６ 支援制度等の情報提供 年１回以上 農政課 

６７ 
関係機関と連携し講座・研修会等を開催 年１回以上 農政課 

講演会の開催 年１回 農業委員会 

６８ 関係機関と連携した講座、研修会等の開催 年１回以上 農政課 

 

 

仕事と育児を両立するために必要な条件 

                               (回答数 ３つまで) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「佐倉市男女平等参画社会に関する市民意識調査報告書」(平成 19年度) 

〈 全 体 〉 〈 性 別 〉

（ｎ＝1,199）　　 (%)

夫婦で家事や育児を協力して分担する

保育所や学童保育など、子どもの面倒を見てくれる
施設を充実する

短時間勤務やフレックスタイム制など多様な働き方
を認める

育児休業制度の利用を当たり前にする

家事・育児は女性がするものという固定的観念を
社会から払拭する

保育所や保育サービスの料金を値下げする

年次有給休暇の消化を当たり前にする

配偶者以外の家族の協力を得る

残業を減らす

その他

わからない

無回答

73.3

50.6

36.7

32.7

30.3

20.6

15.0

11.3

7.5

0.4

1.1

1.8

68.1

50.9

36.3

35.7

21.1

27.8

21.6

7.9

8.8

0.7

0.7

1.5

0 20 40 60 80

女性（ｎ＝719）

男性（ｎ＝454）

71.0

51.0

36.4

33.8

26.7

23.5

17.6

9.9

7.9

0.5

0.9

1.8

0 20 40 60 80
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課題 F 家庭における男女平等参画 

 長い年月の中で形成されてきた固定的な性別役割分担意識により、家事、育児などは、いまだにそ

の役割の多くを、女性が担っているというのが現状です。 

 一方、男性の多くは依然として仕事中心の生活となり、家事、育児、介護などの家庭生活や地域活

動へのかかわりが希薄になっています。 

 男性も女性も男女平等参画に対する意識を高め、共に家庭的責任を担えるようなライフスタイルを

確立するため、家庭や地域における男女のかかわり方を見直すとともに、子育てや介護支援の充実や

関連情報を提供していく必要があります。 

 

 

【施策の方向①  家庭における男女平等参画意識の浸透】 

 
 
◆指標◆ 

 
 
 
 
 
 
 

事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

６９ 

<家庭における男女平等参画意識の浸透を図るための学習機会や

情報の提供> 

男女が共に助け合い、家庭を担う平等参画意識の向上を目指した

学習機会の提供を行います。 

・子どもたちの男女平等参画意識と自立性を育むため、成人を対

象とした学習機会の提供 

・家事全般に関する実践的な学習機会の提供 

自治人権推進課 
新

規 

７０ 

<家庭におけるワーク・ライフ・バランス意識の普及・啓発> 

広く市民にワーク・ライフ・バランス意識を普及・啓発していく

ための、情報や学習機会を提供します。 

自治人権推進課 
新

規 

７１ 

<仕事と育児の両立を支援する情報及び研修機会の提供> 

男女が共に助け合い、育児にかかわることの重要性についての理

解を深め、共に働き続けられるよう仕事と家庭の両立を支援する

情報の提供や講座等を実施します。 

自治人権推進課 

健康増進課 

子育て支援課 

社会教育課 

継

続 

事業No. 項  目 数値目標 担当課 

６９ 学習会等の開催 年１回以上 自治人権推進課 
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【施策の方向②  多様な子育て環境の整備と情報の提供】 

 
 
 
 
 
 

事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

７２ 

<保育サービス等の充実> 

仕事と子育ての両立を支援し、安心して働くことができるよう、

多様な保育制度の充実を図ります。 

・乳児保育事業 

・障害児保育事業 

・一時保育事業（私的・非定型・緊急） 

・時間延長保育事業(早朝・夜間) 

・保育士等の資質の向上のための研修の実施 

子育て支援課 
継

続 

７３ 

<市主催事業における託児サービスの充実> 

乳幼児を抱えた女性の社会参画を支援していくために、市主催事

業における託児サービスを充実します。 

自治人権推進課 
継

続 

７４ 

<ファミリー・サポートセンターの開設> 

事業委託等によりファミリー・サポートセンターを開設し、子育

てを支援する多様な保育サービスを提供するとともに、併せて市

民公益団体の情報提供を図ります。 

子育て支援課 
継

続 

７５ 

<保育サービスに関する情報の提供> 

保育園を利用しやすくするために、保育園や子育て支援センター

の保育時間や保育内容等に関する情報の充実を図ります。 

子育て支援課 
継

続 

７６ 

<保育施設等の整備、拡充> 

多様化する保育ニーズに対応するため、保育施設等の整備、拡充

を図ります。 

子育て支援課 
継

続 

７７ 

<学童保育事業の充実> 

日中、保護者がいない児童に対し、適切な遊びや生活の場を与え

られるよう、学童保育の充実を図ります。 

子育て支援課 
継

続 

７８ 

<病児・病後児保育の検討> 

多様化する保育ニーズに対応するため、病児・病後児保育につい

ての検討を進めます。 

子育て支援課 
継

続 

７９ 

<ひとり親家庭に対する生活支援の充実> 

ひとり親家庭の生活面での自立を支援し、生活の安定と福祉の充

実を図ります。 

児童青少年課 
継

続 
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◆指標◆ 
事業No. 項  目 数値目標 担当課 

７２ 保育士等への研修の実施 年３回 子育て支援課 

７３ 庁内への託児サービスに関する啓発 年１回以上 自治人権推進課 

７４ ファミリー・サポートセンターの開設 平成２２年度以降 子育て支援課 

７６ 市有地を活用した民間保育園の誘致 平成２１年度実施予定 子育て支援課 

７７ 学童保育所未整備校への学童保育所の設置 全学区・全学年を対象

として整備 

子育て支援課 

７８ 病児・病後児保育の開始 平成２２年度以降 子育て支援課 

 
 
 
【施策の方向③  介護に関する環境の整備と情報の提供】 

 
 
 
 
 
 
◆指標◆ 
事業No. 項  目 数値目標 担当課 

８１ 介護者教室の開催 年２０回 高齢者福祉課 

 

 

事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

８０ 

<仕事と介護の両立を支援する情報及び研修機会の提供> 

働く男女が共に介護を担い、家庭責任を果たすことができるよ

う、仕事と介護の両立を支援する情報と研修機会の提供を促進し

ます。 

介護保険課 

高齢者福祉課 

 

継

続 

８１ 

<在宅介護教室の充実及び介護相談の実施> 

高齢者を介護している家族等に対して、介護方法、介護予防、介

護者の健康づくり等、介護に必要とされる知識及び技術を習得さ

せるための講義や実習を行うとともに介護相談を開催します。 

高齢者福祉課 
継

続 

８２ 

<介護保険サービス等に関する情報提供の促進> 

要介護高齢者を抱える家族を支援するために、介護保険制度やサ

ービス提供事業者、福祉ボランティア等の介護に関する情報提供

の促進を図ります。 

高齢者福祉課 
継

続 
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子育てを支援するために重要なこと 

（回答数 ５つまで） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「佐倉市男女平等参画社会に関する市民意識調査報告書」(平成 19年度) 

 

 

 

 

 

 

〈 全 体 〉 〈 性 別 〉

（ｎ＝1,199）　　 (%)

夫の家事や育児への協力

各種手当てや乳幼児医療費の助成など経済的支援

保育園の時間延長や夜間保育などの充実

病児・病後児保育や一時保育など多様な保育サー
ビスの充実

育児休業制度の利用促進

フレックスタイムの導入や在宅ワークなどの働き
方の多様化

労働時間の短縮

子育てを助け合う地域ネットワークづくりの充実

出産や子育てに関する情報提供や相談窓口の充実

子どもや保護者の交流できる場（公園や児童館な
ど）の整備、充実

一人親世帯などに対する相談、生活支援

子育て世帯への住宅提供などの住宅対策

子どもの遊び場の増設

その他

わからない

無回答

78.4

60.1

43.1

48.3

41.3

34.8

24.2

25.6

17.9

15.9

13.4

12.1

8.5

2.6

0.6

1.4

57.0

62.6

53.7

42.3

36.1

35.5

33.7

23.3

19.6

13.2

14.1

14.1

9.9

3.3

0.9

1.5

0 20 40 60 80 100

女性（ｎ＝719）

男性（ｎ＝454）

69.5

60.9

47.1

46.0

38.9

34.9

27.8

24.9

18.7

15.0

13.6

13.0

9.0

2.8

0.8

1.6

0 20 40 60 80 100



基本目標Ⅲ あらゆる場への男女平等参画の推進 

- 27 - 
 

基本目標Ⅲ あらゆる場への男女平等参画の推進 

 男女平等参画社会の形成には、性別を問わず、誰もが社会の対等な構成員として、職場、家庭、

地域社会等のあらゆる場に参画し、その個性や能力を発揮できる社会の実現が求められます。 

これまでも、政治や行政のほか、企業や各種団体等における方針決定への女性の参画は徐々に

進んではきているものの、いまだ十分とはいえず、より一層の推進が望まれます。また、豊かで

活力ある地域社会の形成には、様々な価値観を持つ市民一人ひとりが、男女にかかわらず、地域

活動やボランティア活動等に積極的に参加することが必要となります。 

このためにも、社会全体が固定的な性別役割分担意識や女性に対する偏見をなくし、女性の存

在や能力を正しく認識する中で、男女が対等に意見を反映できるような社会づくりを推進しなけ

ればなりません。 

 

課題G 意思決定過程における男女平等参画 

 市や市内事業所等における管理職や、市政の執行に必要な各種審議会、委員会等への女性の登用は、

全体的に少しずつ進んできてはいます。しかし、女性委員が一人もいない審議会等も依然として存在

するなど、十分な状況とは言えません。 

今後は、男女ともに女性の参画を積極的に進めようとする意識を持つとともに、女性があまり進出

していない分野での積極的改善措置(ポジティブ・アクション)を図るなど、これまで以上に社会のあ

らゆる分野で男女が対等な立場で参画できる環境整備を進めていく必要があります。 

 

【施策の方向①  政策・方針決定への女性の参画の促進】 

 

事業
No. 

<基  本 事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

８３ 

<各種審議会・委員会等の女性委員比率の向上> 

女性委員の登用率の向上に向け、女性委員のいない審議会などの

解消を進めるなど、関係部署への周知を図り、目標比率(３５％)

の達成を目指します。 

総務課 

自治人権推進課 

継

続 

８４ 

<審議会・委員会等開催時の託児サービスの充実> 

政策・方針決定過程の場への女性の参画を拡大していくために、

審議会・委員会等開催時の託児サービスを充実し、育児中の女性

の参画を推進します。 

自治人権推進課 
継

続 

８５ 

<男女平等を基本とした学校運営の推進> 

男女平等を基本にした学校運営を推進するとともに、指導的立場

への女性教職員の登用など、学校運営の意思決定の場への女性の

参画を進めます。 

学務課 
継

続 

８６ 

<職員の研修機会の充実> 

政策立案能力養成等を目的とした研修への女性の参画を積極的

に推進します。 

総務課 
継

続 
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◆指標◆ 
事業No. 項  目 数値目標 担当課 

８３ 各種審議会、委員会等の女性委員比率 ３５％ 
総務課 

自治人権推進課 

８４ 庁内への託児サービスに関する啓発 年１回以上 自治人権推進課 

 
 
【施策の方向②  事業所や各種団体などの方針決定への女性の参画促進】 

 
 
 
◆指標◆ 
事業No. 項  目 数値目標 担当課 

８８ 講座等の開催 年１回 自治人権推進課 

９０ 
女性リーダー数 １０人以上 農政課 

講演会の開催 年１回 農業委員会 

 
 
 
 
 
※女性のエンパワーメント 

女性が自らの意識と能力を高め、政治的、経済的、社会的、及び文化的に力を持ち、その力をあらゆる分野で発揮し、行動し

ていくこと。 

事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

８７ 

<事業所や各種団体等への男女平等意識の醸成> 

男女平等参画社会に関する情報を提供し、男女平等意識の醸成を

図ります。 

自治人権推進課 
継

続 

８８ 

<女性のエンパワーメント(※)を支援する講座等の開催 > 

地域活動団体等における各種役員等への女性の参画を促進するた

めに、女性のエンパワーメントを支援する講座等を開催します。 

自治人権推進課 
継

続 

８９ 

<農業委員等への男女平等参画の推進> 

固定的な性別役割分担意識に基づく慣行や習慣を見直すととも

に、農業委員等への男女平等参画を推進します。 

農政課 

農業委員会 

継

続 

９０ 

<農業における女性リーダーの育成> 

農業における男女平等参画社会の実現を推進するための、女性リ

ーダーの育成に向けた研修事業を推進します。 

農政課 

農業委員会 

継

続 
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【施策の方向③  管理職などへの女性の積極的登用】 

 
 
 
 

「ポジティブ・アクション(※)」に対する賛否 

（○は１つだけ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「佐倉市男女平等参画社会に関する市民意識調査報告書」(平成 19年度) 

 
 
 
 
 
※ポジティブ・アクション(積極的改善措置) 

男女間の参画機会の格差を改善するために、必要な範囲において男女のいずれか一方に対し、その機会を積極的に提供す

ることをいい、男女共同参画社会基本法に規定されている。 

 

事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

９１ 

<職員の適材適所の配置と職務の男女平等の徹底> 

事務事業の見直しを行う中で、適正な職務分担ができるよう図り

ます。 

・管理職に対する男女平等参画に関する意識向上のための研修の

強化 

総務課 
継

続 

９２ 

<市管理職への女性登用推進> 

性別にかかわらず、適切な人事管理を行う中で、女性の管理職へ

の登用を促進します。 

総務課 
継

続 

ｎ (%)

賛
成
す
る
（
計
）

反
対
す
る
（
計
）

全　体 (1,199) 74.3 2.7

女　性 (719) 76.6 1.6

男　性 (454) 74.7 4.6

44.4 29.9 12.8 7.3

0.8 1.9 2.9

45.3

45.4

31.3

29.3

12.2

14.3

9.0

5.1

1.5

0.3

3.1

1.3

1.3

0.6

賛
成
す
る

ど
ち
ら
か
と
言

え
ば
賛
成
す
る

反
対
す
る

ど
ち
ら
か
と
言

え
ば
反
対
す
る

ど
ち
ら
と
も
言

え
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

賛成する（計） 反対する（計）
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議会・委員会等に占める女性の数についての意識 

（回答数 １つだけ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「佐倉市男女平等参画社会に関する市民意識調査報告書」(平成 19年度) 

 

 

議会・委員会等への女性の参画が少ない原因 

(回答数 無制限) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「佐倉市男女平等参画社会に関する市民意識調査報告書」(平成 19年度) 

 

〈 全 体 〉 〈 性 別 〉

（ｎ＝1,199）　　 (%)

男性優位の組織運営に問題

家庭、職場、地域における性別による役割分担や
性差別の意識

女性の参画を進めようと意識している人が少ない

女性側の積極性が足りない

女性の能力開発の機会が充分でない

家族の支援・協力が得られない

その他

無回答

50.8

38.4

35.9

35.1

29.7

27.8

2.5

4.4

0 20 40 60

53.8

42.0

39.1

34.8

31.6

30.2

2.2

2.5

48.9

34.8

32.8

37.7

28.4

25.3

3.1

2.2

0 20 40 60

女性（ｎ＝719）

男性（ｎ＝454）

ｎ (%)

増
え
た
ほ
う
が
よ
い
（
計
）

全　体 (1,199) 68.7

女　性 (719) 73.5

男　性 (454) 65.0

10.5 42.7 24.3 5.2 12.8

1.7 2.8

8.8

13.9

44.4

42.5

27.4

20.7 6.8

12.5

13.9

1.8

1.7

4.3

0.4

1.0

今
の
ま
ま
で
よ
い

も
う
少
し
増
え
た

ほ
う
が
よ
い

男
女
半
々
く
ら
い

ま
で
増
え
た
ほ
う

が
よ
い

男
性
を
上
回
る
ほ

ど
、
女
性
が
増
え

た
ほ
う
が
よ
い

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答

増えたほうがよい（計）
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課題H 地域活動への男女平等参画 

 市内には、自治会、ＰＴＡ、子ども会をはじめ、様々な団体があり、多くの女性が参加しています。

また、全般的には男性の参加が少ない分野でもあります。しかし、その団体の長や役員といった責任

ある役割は、逆に男性が担うことが多い状況にあり、ここにも性別による固定的な役割分担意識やそ

れに基づく社会慣行の影響が見られます。 

地域活動は、最近では、様々な分野の新たな課題に対応した各種ボランティアやＮＰОなどの活動

も含め、地域コミュニティとして、ますます重要性を増しています。 

今後は、地域社会において男女平等参画に関する理解を深め、定着させていくとともに、より多く

の人による積極的な地域活動への参画を推進していくことが重要です。 

 

 

【施策の方向①  地域活動への参加機会の拡大と情報の提供】 

 
 
◆指標◆ 
事業No. 項  目 数値目標 担当課 

９３ 講座の開催 年１回 自治人権推進課 

９５ 教室などの延べ利用件数、人数 前年度以上 社会教育課 

 
 
 
 
 
 

事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

９３ 

<地域活動における女性リーダーの育成> 

女性へのエンパワーメント講座の開催など、地域活動における女

性リーダー育成に努めます。 

自治人権推進課 
継

続 

９４ 

<地域活動への男女の参加促進> 

地域へ目を向けるとともに、地域活動への参加の契機となるよう

な情報や学習機会の提供をします。 

自治人権推進課 

公民館 

継

続 

９５ 

<地域活動の拠点となる施設の充実> 

既存施設の利用促進の一つとして、教育活動に支障を及ぼさない

範囲内での小中学校の余裕教室の一時利用を推進します。 

社会教育課 
継

続 

９６ 

<地域で活動する各種団体に関する情報の提供> 

ホームページや情報誌等を利用し、地域で活動する各種団体に関

する情報を提供します。 

自治人権推進課 
継

続 
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【施策の方向②  市民団体などへの支援及び交流促進】 

 
 
◆指標◆ 
事業No. 項  目 数値目標 担当課 

１００ 広報紙サポートセンターだよりの発行 年３回 自治人権推進課 

 
 
 
【施策の方向③  市民協働による男女平等参画の推進】 

 
 
 
 
 
 

事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

９７ 

<市民の自主的学習活動の支援> 

男女平等参画に関する市民団体等に対し、情報収集と学習活動へ

の支援を行います。 

自治人権推進課 
継

続 

９８ 

<地域サークルの育成> 

市民の地域参加を促し、また男女平等参画社会づくりを進める契

機となる地域サークルの育成に努めます。 

公民館 
継

続 

９９ 

<高齢者クラブ等の活動支援> 

高齢者クラブ等に対する活動の支援をとおして、男女平等参画の

推進を図ります。 

高齢者福祉課 
新

規 

１００ 

<市民公益活動団体への活動支援> 

市民公益活動サポートセンター登録団体の情報発信や相互交流

の充実を図ります。 

自治人権推進課 
継

続 

事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

１０１ 

<市民参加による男女平等参画事業の充実> 

市民や団体との協力、協働により実施することで、男女平等参画

の推進を図ります。 

自治人権推進課 
継

続 

１０２ 

<男女平等参画に関する市民団体等と連携した男女平等参画の推進> 

男女平等参画推進センター登録団体と連携した男女平等参画社

会づくりを推進します。 

自治人権推進課 
継

続 
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基本目標Ⅳ 安心して暮らせるまちづくり 

 私たち一人ひとりが、生涯を通じて心身ともに健康で生き生きと暮らしていくことは、男女平等参画

社会づくりを実現していくうえで、とても重要なことです。そのためには、男女とも、自分の健康管理

を適切に行い、年代や個々の健康状態に応じた健康教育や健康相談が受けられる社会環境整備が求めら

れます。 

 また、男女の心と体の健康づくりには、性と生殖に関する健康と権利(リプロダクティブ・ヘルス/

ライツ※P34 参照)を人権としてとらえるとともに、性の違いによる的確な医療である性差医療という

考え方も生まれてきている中、これまで以上に、様々なケースに配慮した医療、保健への対応が必要と

なってきます。 

 一方、少子高齢化が急速に進んでいる現状において、安全に子どもを産み、育てていく環境の整備や

高齢者、障害を持つ人への福祉の充実、生きがいを持てる学習機会や情報の提供などは、私たちが安心

して暮らせるまちづくりをするうえで、重要な課題となっています。 

 

課題 I 生涯にわたる心と体の健康づくり 

 私たちが、生涯にわたり心身ともに健康で生き生きと暮らしていくには、自分の健康状態に応じた、

適切な自己管理を行うことが重要です。そのためには、子どもから高齢者まで、それぞれの段階に応

じた適切な医療・保健体制の推進が望まれます。 

 また、年代とは別に、性の違いを踏まえた性差医療への取り組みも、今後進めていく必要があり、

それらに関する知識の普及、啓発も重要性が高まっています。 

 

【施策の方向①  性差に配慮した医療・保健の促進】 

 
 
 
 

事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

１０３ 

<健康診査の充実> 

健診(検診)に対する理解を深め、健康維持と予防のために分かり

やすい情報提供と受けやすい健診(検診)体制の整備に努めます。 

健康増進課  
継

続 

１０４ 
<性差医療に関する情報の収集と提供> 

男女の性差に応じた的確な医療についての情報の収集と提供を行います。 
健康増進課  

新

規 

１０５ 

<年代や個々に応じた健康教室、健康相談の充実> 

健康教室や健康相談の実施において、年代や個々に応じた、きめ

細かな対応に努めます。 

健康増進課  
継

続 

１０６ 

<男女の心と体の違いを尊重することの大切さに関する情報の提供> 

男女の心と体の違いを尊重することの大切さについて学ぶ機会

や、それらに関する図書、資料等の情報収集及び提供を行います。 

自治人権推進課 

指導課 

図書館 

継

続 
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【施策の方向②  ライフステージに応じた健康づくりの促進】 

 
 

◆指標◆ 
事業No. 項  目 数値目標 担当課 

１０９ 各種イベントの開催 年１０回 生涯スポーツ課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※性と生殖に関する健康・権利(リプロダクティブ・ヘルス/ライツ) 

 「性と生殖に関する健康と権利」と訳される。１９９４年、カイロで開催された、国際人口・開発会議において提唱された。リプロ
ダクティブ・ヘルスは、ライフサイクルを通じて、個人、特に女性の健康の自己決定権を保障する考え方。リプロダクティブ・ライツ

はそのことを、すべての人々の基本的人権として位置付ける理念。 

事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

１０７ 

 

<ライフステージに応じた相談の充実> 

ライフステージに応じた様々な不安やストレスの軽減を図るた

めの相談を実施します。 

健康増進課  
継

続 

１０８ 

<生涯にわたる健康づくり支援> 

ライフステージに応じた健康教育の充実や疾病予防などに関す

る正しい知識の普及啓発を行います。 

健康増進課  
継

続 

１０９ 

<生活習慣病の予防対策の充実> 

健康維持・管理のための各種健康教室の開催やスポーツ活動を通

じての健康増進や体力づくりの推進を図ることで、生活習慣病の

予防対策の充実を図ります。 

健康増進課  

生涯スポーツ課 

継

続 
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課題 J 安全・安心な社会環境の整備 

 女性が安心して安全に子どもを産み、育てられるようにするためには、その環境整備に努めるとと

もに、妊娠・出産・育児に関する情報の提供も重要な課題です。 

 一方、急速に高齢化が進む中、豊かで活力ある地域社会にしていくためには、高齢者や障害のある

人が社会の一員として、これまでの人生経験を生かしつつ、自分らしく充実した生活を送れる環境を

整備する必要があり、そのことが、男女が共に生涯にわたって安心して暮らせるまちの実現へとつな

がっていきます。 

 

【施策の方向①  安心して妊娠・出産できる環境整備】 

 
 
 
 
 

理想の子どもの数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 「佐倉市男女平等参画社会に関する市民意識調査報告書」(平成 19年度)   

 

事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

１１０ 

<生と性の健康についての意識啓発と浸透> 

学校保健と地域保健とが連携をとりながら、思春期の健康に対す

る意識の啓発と浸透を図ります。 

健康増進課  

指導課  

新

規 

１１１ 

<妊娠・出産・子育て期における健康支援の充実> 

母子の健康な生活を支援するための乳幼児健康診査や妊娠・出

産・子育て期を安心して過ごせるような健康支援に努めます。ま

た保健指導の充実を図ります。 

健康増進課  
継

続 

１１２ 

<妊産婦への理解と協力> 

周囲の人々の妊産婦への理解と協力を得るために、妊産婦に対す

る正しい知識の普及を図ります。 

健康増進課  

社会教育課  

新

規 

ｎ (%)

全　体 (1,199)

女　性 (719)

男　性 (454)

41.1 47.8 4.0

0.9 3.3 1.3

1.6

41.4

41.4

48.0

47.1

4.3

0.8

0.9 3.3

3.1

3.5 2.2

0.8

1.5

1.5

０
人

１
人

２
人

３
人

４
人

５
人
以
上

無
回
答
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【施策の方向②  子どもの健全育成の推進】 

 
 
 
 
 
 

実際の子どもの数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「佐倉市男女平等参画社会に関する市民意識調査報告書」(平成 19年度) 

 
 
 

 

事業
No. 

<基  本 事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

１１３ 

<子育て支援グループの育成> 

子育てを支援するボランティアグループや子育てサークルの育

成支援と各団体に対して情報提供を行い、情報の共有化を図りま

す。 

子育て支援課 
新

規 

１１４ 

<ひとり親家庭に対する相談支援体制の充実> 

ひとり親家庭が自立して生活ができるよう相談体制の充実を図

り、またそれぞれの家庭状況に対応した支援策を推進します。 

児童青少年課 
継

続 

１１５ 

<育児・子育てについての相談体制の充実> 

育児や子育て相談に関する情報提供及び相談体制を充実します。 

子育て支援課 

児童青少年課 

健康増進課  

継

続 

１１６ 

<公共施設における乳幼児同伴の保護者に配慮した施設整備の推進> 

公共施設の新築、改築等を行う際に、施設整備の指導に努めます。

また、既存施設についても改修整備の可能性について状況把握に

努めます。 

管財課 
継

続 

ｎ (%)

全　体 (1,199)

女　性 (719)

男　性 (454)

6.5 14.0 40.8 13.2 24.5

0.9 0.1

5.4

8.4

12.9

16.3

42.0

38.3

14.0

11.5

24.9

24.0

1.5

0.6 0.1

0.0

０
人

１
人

２
人

３
人

４
人

５
人
以
上

無
回
答
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出生率が低下している原因 

（回答数 ３つまで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「佐倉市男女平等参画社会に関する市民意識調査報告書」(平成 19年度) 

 

 
 
 
 
 

〈 全 体 〉 〈 性 別 〉

（ｎ＝1,199）　　 (%)

教育費をはじめ、子育てに経費がかかりすぎる

子育てと仕事を両立させる、社会的な仕組み（雇用
条件・保育等）が整っていない

結婚しない人が増えた

子どもよりも仕事や余暇等を充実したいと考える人
が増えた

女性の高学歴化や社会進出により、結婚年齢が上昇
した

出産・子育てに対する男性（夫）の理解・協力が足
りず、女性（妻）の精神的・肉体的負担が大きい

子どもは少なく産んで、十分手をかけて育てたいと
いう人が増えた

祖父母や隣近所などの両親以外に子育てを支援して
くれる人がいない

子育てが面倒という人が増えた

子どもをほしくない人が増えた

住宅事情が悪い

その他

わからない

無回答

58.8

55.5

32.4

31.6

27.5

24.2

15.3

9.7

7.6

9.6

4.9

4.2

0.3

0.8

59.7

46.7

38.1

37.4

31.7

9.7

11.2

10.4

13.7

9.5

5.5

3.7

0.4

1.8

0 20 40 60 80

女性（ｎ＝719）
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33.5

29.2

18.4
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9.5

5.2

4.0
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1.3
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【施策の方向③  男女平等参画の視点に立った高齢者、障害者施策の充実】 

 
◆指標◆ 
事業No. 項  目 数値目標 担当課 

１１７ 駅のバリアフリー化の推進 ＪＲ佐倉駅、京成臼井駅 社会福祉課 

１２２ 学習会の開催 年１回 高齢者福祉課 

１２３ 学習会の開催 年２回 高齢者福祉課 

 

※ユニバーサルデザイン 

 「全ての人のためのデザイン（構想、計画、設計）」。年齢、性別、身体、言語など、人々が持つさまざまな特性や違いを超えて、はじめから、

できるだけ全ての人が利用しやすい、全ての人に配慮した環境、建物、製品等のデザインをしていこうという考え方。 

※ノーマライゼーション 

 「障害のある人も、ない人も、社会を構成する一員として、お互いに尊重し、支え合いながら、地域の中で共に生活する社会こそが普通であ

る」という理念に基づいて、障害のある人が社会で普通の生活を送ることができるよう、さまざまな条件を整えるべきであるという考え方。 

事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

１１７ 

<自立支援と社会参加の促進> 

ユニバーサルデザイン(※)やノーマライゼーション(※)の理念に基づ

き、高齢者や障害のある人が自立してその人らしく地域で暮らすこと

のできるような環境整備に努め、社会参加の促進を図ります。 

社会福祉課 

高齢者福祉課 

障害福祉課 

継

続 

１１８ 
<高齢者の地域活動と社会参加の支援> 

高齢者が自らの能力や経験を生かしながら多様な社会参加がで

きるよう、自主的な活動や就労への支援を行います。 

高齢者福祉課 
継

続 

１１９ 
<障害のある人への相談、情報提供の充実> 

障害者の要望、相談に対応できる環境の整備やそれぞれの障害に

応じた情報提供を行います。 

障害福祉課 
新

規 

１２０ 

<障害のある人へのスポーツ・レクリエーション活動における男
女平等参画の促進> 
障害者のスポーツ・レクリエーション活動において、男女が共同

参画できる環境づくりへの支援をします。 

障害福祉課 
新

規 

１２１ 

<高齢者が孤立しない地域ネットワークづくりの支援> 

高齢期を豊かに過ごすために、一人ひとりが生きがいを持ち続けるととも

に、孤立することのないよう異世代や地域との交流活動を支援します。 

公民館 

高齢者福祉課 

健康増進課 

継

続 

１２２ 

<介護保険サービス事業者等の体制の充実> 

要介護者や家族からの介護サービスに関する相談に応じるとともに、介護

保険事業者に対する資質の向上と体制の充実を図ります。 

高齢者福祉課 

介護保険課 

継

続 

１２３ 

<介護支援専門員等の育成> 

要介護者や介護を行う家族が必要なサービスを的確に受けられ

るよう、介護支援専門員等の資質の向上を図ります。 

高齢者福祉課 

介護保険課 

継

続 
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基本目標Ⅴ 推進体制の整備 

 佐倉市では、平成１５年４月に、「佐倉市男女平等参画推進条例」を施行し、この条例の基本理

念に基づき、平成１６年３月には「佐倉市男女平等参画基本計画【第２期】」を策定し、総合的・

計画的に様々な施策を推進してきました。 

 今後は、新たな「佐倉市男女平等参画基本計画【第３期】」のもと、市民や事業所などが協働し

て、これまで以上に男女平等参画社会の形成に取り組んでいく必要があります。 

 そのためには、庁内の推進体制の強化を図り、職員一人ひとりが男女平等参画意識をもって、

各施策や事業に当たることが求められます。 

 また、国や県、近隣市町村をはじめとした関係機関と連携した取り組みを進めるとともに、男

女平等参画社会づくりの推進拠点として設置している「男女平等参画推進センター(ミウズ)」の

機能の充実も図りながら、男女平等参画の着実な推進に努めます。 

 
 

課題 K 庁内推進体制の構築 

 男女平等参画を推進していくには、職員一人ひとりが高い意識を持って、それぞれの施策や事業に

取り組むことが求められます。そして、庁内推進体制の強化を図り、組織的に取り組むことで、より

着実で、効果的な施策の推進につなげていかなければなりません。 

また、計画の進行状況を把握し、評価することは、計画の実効性を高めるうえで重要なことです。 

さらに、男女平等参画推進センターの機能強化を図り、実施事業を充実させることで、広く男女平

等参画意識の醸成に努めます。 

 

【施策の方向①  庁内推進組織の設置】 

 
 
◆指標◆ 
事業No. 項  目 数値目標 担当課 

１２４ 管理職に昇格した職員を対象とした研修の開催 年１回 総務課  

 
 

事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

１２４ 

< 男女平等参画の視点に立った庁内推進体制の推進> 

市の管理職員に対する男女平等参画に関する研修の充実を図り、

男女平等参画の視点に立った庁内推進体制の構築に努めます。 

総務課  
継

続 

１２５ 

<男女平等参画を推進する庁内推進組織の設置 > 

条例の基本理念及び計画の実効性を高めるため、庁内に男女平等

参画推進に取り組む組織を設置します。 

自治人権推進課 
継

続 
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【施策の方向②  市職員に対する男女平等参画意識の啓発】 

 
 
◆指標◆ 
事業No. 項  目 数値目標 担当課 

１２７ 調査実施回数 年１回 総務課  

 
 
 
 
【施策の方向③  基本計画の進行管理強化】 

 
 
◆指標◆ 
事業No. 項  目 数値目標 担当課 

１２８ 計画の進行管理調査及び評価 年１回 自治人権推進課 

１２９ 計画の進行管理調査評価結果の公表 年１回 自治人権推進課 

 
 
 

事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

１２６ 

<市職員への研修機会の提供> 

男女平等参画の視点に立って施策を推進できるよう関連機関と

連携し、職員研修の実施に努めます。また、必要に応じて国、県

等の実施する講座、研修への積極的な参加を促進します。 

自治人権推進課 
継

続 

１２７ 

<市職員への意識啓発> 

男女平等参画の視点に立って施策を推進できるよう、基礎的な事

項に関するアンケート調査を通じて、職員の意識度合いを把握

し、必要に応じて職員研修等を実施し、周知の徹底を図ります。 

総務課  
新

規 

事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

１２８ 

<基本計画の進行管理> 

効果的な計画の進行管理を実施するとともに、審議会における評

価、評価のフィードバック等を通じ、計画の推進を図ります。 

自治人権推進課 
継

続 

１２９ 

<男女平等参画基本計画の周知> 

市民や市職員に対する男女平等参画基本計画の周知及び進行管

理の公表を行います。 

自治人権推進課 
新

規 
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【施策の方向④  男女平等参画推進センターの充実】 

 
 
◆指標◆ 
事業No. 項  目 数値目標 担当課 

１３１ 男性対象事業の開催 年１回 自治人権推進課 

１３３ 施設内掲示の更新 年４回以上 自治人権推進課 

１３４ 登録団体との情報交換 年１回以上 自治人権推進課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

１３０ 

<女性のための相談事業の充実> 

女性のための相談事業の充実と関係機関との連携強化を図りま

す。 

自治人権推進課 
継

続 

１３１ 

<男性を対象とした相談事業の検討> 

男女平等参画の視点に立った男性対象事業の充実を図るととも

に、男性相談の実施についても研究、検討します。 

自治人権推進課 
新

規 

１３２ 

<男女平等参画推進センターの周知と機能の充実> 

拠点施設としての周知を図り、分かりやすく利用しやすい施設づ

くりのための管理運営に努めます。 

自治人権推進課 
継

続 

１３３ 

<効果的な情報発信の実施> 

施設内掲示や関連図書等をはじめ、施設利用者はもとより、広く

男女平等参画社会の形成につながる関連情報を発信します。 

自治人権推進課 
継

続 

１３４ 

<登録団体への支援と協働> 

登録団体との情報交換会を開催し、団体間の連携を図るととも

に、登録団体との協働イベントなどを開催します。 

自治人権推進課 
新

規 
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課題 L 国・県・関係機関との連携 

 計画を着実に実行し、男女平等参画社会を実現するためには、市の取り組みだけでは難しい場

合もあります。そこで、国や県、さらには近隣市町村や関係機関との協力、連携を図りながら効

率的な施策の推進に当たるとともに、社会情勢の変化にも対応した施策の展開を図っていきます。 

  

【施策の方向①  国や県との連携、協力】 

 
 
 
【施策の方向②  近隣自治体との情報の収集、提供】 

 
 
◆指標◆ 
事業No. 項  目 数値目標 担当課 

１３７ 関連会議、研修会等への参加 年２回以上 自治人権推進課 

１３８ ちば男女共同参画行政担当者会議の開催、出席 年２回 自治人権推進課 

 

事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

１３５ 

<国・県と連携した施策の取り組みの推進> 

県が実施する男女共同参画地域推進員制度をはじめ、国や県との

協力・連携を図りながら新たな施策の取り組みを推進するととも

に、効果的な事業の実施を図ります。 

自治人権推進課 
継

続 

１３６ 

<国や県が実施する学習機会の提供> 

市民に対し、国や県の実施する学習会など啓発イベント情報の提

供を随時行います。 

自治人権推進課 
継

続 

事業
No. 

<基  本  事  業  名> 
具 体 的 な 事 業 内 容 所管課 区

分 

１３７ 

<情報の収集及び提供> 

近隣の自治体と連携し、男女平等参画に関する情報交換などを積

極的に行います。 

自治人権推進課 
新

規 

１３８ 

<県及び県内関連市との情報交換> 

ちば男女共同参画行政担当者会議において、近隣市との連絡を密

にし、よりよい男女平等参画施策につなげます。 

自治人権推進課 
新

規 
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佐倉市男女平等参画審議会委員
佐倉市男女平等参画基本計画【第３期】検討部会委員　　名簿

　佐倉市男女平等参画審議会（以下、審議会という。）は、佐倉市男女平等参画推進条例を設置根拠とし、男女
平等参画に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項を審議することをその役割としています。
　部会については、必要に応じて審議会内に設置され、審議会における審議事項についての事前調査・研究等
を行います。
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会 議 名　等 内            容

Ｈ１９
9月14日～
10月1日

市民意識調査 ・佐倉市男女平等参画社会に関する市民意識調査の実施

5月28日 第1回審議会 ・佐倉市男女平等参画基本計画【第３期】（以下、基本計画）について(諮問)

・男女平等参画に関する佐倉市の現状と施策について（説明）

・男女平等参画施策に関する国、県、社会の動きについて（説明）

・今後の基本計画策定の予定について

・検討部会委員の選出

6月23日 第1回検討部会 ・基本計画の体系について

・基本計画【第２期】の概要について

・今後の検討部会の進め方について

・他市の基本計画等の体系比較について

7月11日 第2回検討部会 ・基本計画の体系について

7月29日 第3回検討部会 ・基本計画の体系について

8月8日 第4回検討部会 ・基本計画の体系について

・市内事業者から男女平等参画推進の現状について（講話）

・市内事業者から今後のまちづくりにおける取組について（講話）

8月29日 第2回審議会 ・基本計画【第２期】の進行管理に関する調査結果の評価

9月1日
ＤＶ関連部署と打
ち合わせ（第1回）

・ＤＶ防止法に関連する基本計画としての位置づけについて

9月18日 第5回検討部会 ・基本計画の体系について

9月25日 第6回検討部会 ・基本計画の体系について

10月10日 第7回検討部会 ・基本計画の体系について

10月21日
ＤＶ関連部署と打
ち合わせ（第2回）

・ＤＶ防止法に関連する基本計画としての位置づけについて

10月24日 第8回検討部会 ・基本計画の体系、具体的取り組みについて

・基本計画の策定期間について

・基本計画のスローガン、キャッチフレーズ について

11月7日～
11月18日

庁内ヒアリング実施 ・基本計画策定における具体的取り組み等について協議

11月27日 第9回検討部会 ・基本計画の部会素案について

12月18日 第3回審議会
・基本計画の素案について
・基本計画のキャッチフレーズの決定

12月25日
審議会による答
申書提出

・基本計画の審議会素案について(答申)

開催年月日

佐倉市男女平等参画基本計画【第３期】素案策定経過

H20
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年 世界 日本
・国際婦人年
・「国際婦人年世界会議」開催、「世界行動計画」採択

昭和51年（1975） ・国際婦人の10年始まる（～1985年）

昭和52年（1977） ・「国内行動計画」策定、「国内行動計画前期重点目標」発表

昭和53年（1978）

昭和54年（1979） ・「女子差別撤廃条約」採択（国連第34回総会）

昭和55年（1980） ・「国連婦人の10年中間年世界会議」開催 ・「女子差別撤廃条約」署名

昭和56年（1981） ・「女子差別撤廃条約」発効 ・「国内行動計画後期重点目標」発表

・「国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律」施行

・「男女雇用機会均等法」公布

・「女子差別撤廃条約」批准

・「婦人問題企画推進有識者会議」設置

・「男女雇用機会均等法」施行

昭和62年（1987） ・「西暦2000年に向けての新国内行動計画」策定

昭和63年（1988）

平成元年（1989） ・学習指導要領の改訂（高等学校家庭科の男女必修等）

平成 2年（1990） ・国連婦人の地位委員会「ナイロビ将来戦略」勧告案採択

・「新国内行動計画」第一次改定

・「育児休業法」公布

平成 4年（1992） ・「育児休業法」施行

平成 5年（1993） ・「パートタイム労働法」成立、施行

・総理府に「男女共同参画室」「男女共同参画審議会」「男女共同参画
推進本部」設置

・「男女共同参画社会の形成に向けての総合ビジョンについて」を男女
共同参画審議会に諮問

・「育児休業法」改正

・「育児介護休業法」成立

平成 6年（1994）

・「ESCAP地域準備会議ジャカルタ宣言」（地域行動計画を含む）
採択

・「第4回世界女性会議」開催、「北京宣言及び行動綱領」採択
平成 7年（1995）

昭和61年（1986）

平成 3年（1991）

昭和50年（1975） ・総理府に「婦人問題企画推進本部」「婦人問題企画推進会議」「婦人
問題担当室」設置

昭和60年（1985） ・「国連婦人の10年最終年世界会議」開催、「ナイロビ将来戦略」
採択

男女平等参画社会づくりの歩み

「育児介護休業法」成立

・男女共同参画審議会から「男女共同参画ビジョン」答申

・「男女共同参画2000年プラン」策定

平成10年（1998）
・男女共同参画審議会が「男女共同参画社会基本法について－男女
共同参画社会を形成するための基礎的条件づくり－」答申

・「改正男女雇用機会均等法」施行

・「男女共同参画社会基本法」施行

平成12年（2000） ・「女性2000年会議」開催（国連特別総会、ニューヨーク） ・「男女共同参画基本計画」策定

・内閣府に「男女共同参画局」及び「男女共同参画会議」設置

・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」施行

平成16年（2004）

・「育児・介護休業法の一部を改正する法律」施行

・「男女共同参画基本計画（第2次）」策定

平成19年（2007） ・「東アジア男女共同参画担当大臣会合」開催（ニューデリー） ・「男女雇用機会均等法」の一部改正施行

平成20年（2008）
・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部
を改正する法律」施行

・「東アジア男女共同参画担当大臣会合」開催（東京）平成18年（2006）

平成15年（2003）

・第49回国連女性の地位委員会（「北京＋10」閣僚級会合）開催
（ニューヨーク）

平成17年（2005）

平成13年（2001）

平成14年（2002）

平成 9年（1997） ・「改正男女雇用機会均等法」成立

平成11年（1999）

平成 8年（1996）

平成21年（2009）

男女平等参画社会づくりの歩み
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年 千葉県 佐倉市

昭和51年（1975）

昭和52年（1977） ・「千葉県婦人問題行政連絡協議会」設置

昭和53年（1978） ・「青少年課」を「青少年婦人課」に改組し、「婦人班」を設置

昭和54年（1979） ・各支庁に「婦人問題担当窓口」を設置

昭和55年（1980）

昭和56年（1981） ・「千葉県婦人施策推進総合計画」策定

・「婦人問題に関する意識調査」実施

・「千葉県婦人問題懇話会」設置

昭和62年（1987）

昭和63年（1988） ・「国際婦人フォーラム」開催

平成元年（1989） ・「婦人問題に関する意識調査」実施

平成 2年（1990） ・「青少年婦人課」に「婦人政策室」設置

・「さわやかちば女性プラン」策定 ・「総務部企画課文化国際係」を「女性施策担当」と位置づける

平成 4年（1992） ・「青少年婦人課婦人政策室」を「青少年女性課女性政策室」と変更

平成 5年（1993）

・「あなたが考える女性問題と行政への提言懇談会」開催

・佐倉市基本計画中に「男女共同参画型社会の形成」の項を新
設

・「男女共同参画社会づくり施策懇談会」開催

・「千葉県婦人計画」策定昭和61年（1986）

平成 3年（1991）

昭和50年（1975）

昭和60年（1985）

平成 6年（1994）

平成 7年（1995）

・男女共同参画社会づくり施策懇談会から「佐倉市の男女共同
参画社会づくり施策への提案、提言」が出される

・総務部広報課に「男女平等参画推進係」設置

・「男女共同参画社会づくりに向けての意識調査」実施

・市民部人権推進課を新設し、「男女共同参画推進係」を移設

・「佐倉市男女共同参画社会づくりプラン策定検討会議」設置
（平成１０年度まで）

平成10年（1998）

平成12年（2000） ・「青少年女性課女性政策室」から「男女共同参画課」に改組 ・「佐倉市男女共同参画推進会議」設置（平成１４年度まで）

・「男女共同参画社会に関する市民意識調査」実施

・「佐倉市男女平等参画推進条例」制定

・「佐倉市男女平等参画推進条例」施行

・「佐倉市男女平等参画推進センター：ミウズ」開設

・「佐倉市男女平等参画審議会」設置（平成１７年度まで）

平成16年（2004）
・「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査」実施 ・「佐倉市男女平等参画基本計画（第２期）」策定（平成１６～２０

年度）

・「千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画」策定

・「千葉県民共生センター」、「同東葛飾センター」開設

・「千葉県男女共同参画基本計画（第2次）」策定

平成19年（2007） ・「男女平等参画社会に関する市民意識調査」実施

平成20年（2008）
・「人権推進課」から「自治人権推進課」に改組
・「佐倉市男女平等参画審議会」設置（平成２１年度まで）

・「佐倉市男女平等参画審議会」設置(平成１９年度まで）
・「佐倉市男女平等参画推進センター：ミウズ」指定管理者制度
導入

・「千葉県男女共同参画計画」策定 ・「佐倉市男女共同参画推進協議会」設置（平成１５年度まで）

・「千葉県女性サポートセンター」開設

・「ちば新時代女性プラン」策定

・「佐倉市男女共同参画社会づくりプラン」策定（平成11～１５年
度）

平成21年（2009）
・「佐倉市男女平等参画基本計画（第３期）」策定（平成２１～３０
年度）

平成14年（2002）

平成15年（2003）

平成17年（2005）

平成18年（2006）

平成 8年（1996）

平成 9年（1997）

平成11年（1999）

平成13年（2001）
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企画
政策
部

土木
部

都市
部

広
報
課

総
務
課

管
財
課

自
治
人
権
推
進
課

交
通
防
災
課

社
会
福
祉
課

高
齢
者
福
祉
課

介
護
保
険
課

障
害
福
祉
課

子
育
て
支
援
課

児
童
青
少
年
課

健
康
増
進
課

生
涯
ス
ポ
ー

ツ
課

農
政
課

商
工
観
光
課

道
路
管
理
課

都
市
計
画
課

指
導
課

学
務
課

社
会
教
育
課

文
化
課

図
書
館

公
民
館

①人権侵害を許さない社会環境づくり 2
(1)

2
(1)

2
(1)

②メディアにおける人権への十分な配
慮

2
(1)

1
(1)

1
1
(1)

1

③セクシュアル・ハラスメントの防止 3
(1)

3
(1)

3
(1)

④女性の視点を盛り込んだ防犯・防災
対策の促進

4
(3)

2
(1)

1
(1)

1
(1)

1
(1)

1
1
(1)

1
(1)

⑤国際理解・文化交流の促進 3
(2)

2
(2)

1
2
(2)

1

①ドメステック・バイオレンス（DV）防止
への取り組み強化 8

(2)
1 3

3
(1)

1
(1)

1 3
2
(1)

1
1
(1)

②DＶに関する相談・支援体制の充実 11
(4)

2
(1)

3
6
(3)

2
(1)

2 1
6
(3)

③関係機関との連携強化 5
(1)

1 2
2
(1)

1 1 1
1
(1)

1
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①男女平等推進のための意識啓発 11
(6)

4
(4)

1 2
4
(2)

4
(4)

1 1 1
2
(2)

2

②男女平等参画関連情報の収集、提
供

8
(5)

2
(2)

5
(3)

1
2
(2)

5
(3)

1

③固定的な性別役割分担意識と慣行
の見直し

5
(1)

1
(1)

1 2 1
1
(1)

1 1 1 1

①男女平等教育の推進 6 1 5 1 5

②教職員への男女平等意識の醸成 3
(1)

1
(1)

2
1
(1)

1 1

③生涯教育における学習機会の提供 4 4 2 2

①雇用機会の均等及び職場環境の整
備、改善 2 2 2

②「仕事と生活の調和」意識の浸透 3 1 1 1 1 1 1

③女性の再チャレンジをはじめとした
就労支援

5 5 5

④農業、自営業等における男女平等
参画の促進

11
(10)

8
(7)

3
(3)

7
(7)

1
3
(3)

①家庭における男女平等参画意識の
浸透

6
(1)

3
(1)

2 1
3
(1)

1 1 1

②多様な子育て環境の整備と情報の
提供

8
(6)

1
(1)

7
(5)

1
(1)

6
(5)

1

③介護に関する環境の整備と情報の
提供

4
(1)

4
(1)

3
(1)

1

①政策・方針決定への女性の参画の
促進

5
(3)

2
(1)

2
(2)

1
2
(1)

2
(2)

1

部・課別 具体的取り組み数一覧

あらゆる場
への男女平
等参画の推

男女平等の意
識づくり

男女平等の視
点に立った教
育・学習の推
進

職場における
男女平等参画

家庭における
男女平等参画

C

D

Ⅱ

Ⅰ 人権の尊重

Ⅲ

ワーク・ライ
フ・バランス
（仕事と生
活の調和）
の推進

計

(

内
指
標
設
定
数

)

企
画
政
策
部

施策の体系 取り組み内容

A

B

総
務
部

市
民
部

E

F

G 意思決定過程
における男女
平等参画

人権侵害のな
い社会づくり

性差によるあ
らゆる暴力の
根絶

福
祉
部

健
康
こ
ど
も
部

経
済
環
境
部

土
木
部

都
市
部

教
育
委
員
会

教育委員会
　
　
農
業
委
員
会

農
業
委
員
会

総務部 市民部 福祉部 健康こども部
経済環
境部
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治
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課
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課
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課
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福
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課
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児
童
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課
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課

生
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ス
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ツ
課

農
政
課
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課
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理
課
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画
課
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課
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会
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課
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書
館

公
民
館

計

(

内
指
標
設
定
数

)

企
画
政
策
部

施策の体系 取り組み内容

総
務
部

市
民
部

福
祉
部

健
康
こ
ど
も
部

経
済
環
境
部

土
木
部

都
市
部

教
育
委
員
会

教育委員会
　
　
農
業
委
員
会

農
業
委
員
会

総務部 市民部 福祉部 健康こども部
経済環
境部

②事業所や各種団体などの方針決定
への女性の参画促進 6

(3)
2
(1)

2
(1)

2
(1)

2
(1)

2
(1)

2
(1)

③管理職などへの女性の積極的登用
2 2 2

①地域活動への参加機会の拡大と情
報の提供

5
(2)

3
(1)

2
(1)

3
(1)

1
(1)

1

②市民団体などへの支援及び交流促
進

4
(1)

2
(1)

1 1
2
(1)

1 1

③市民協働による男女平等参画の推
進 2 2 2

①性差に配慮した医療・保健の促進
6 1 3 2 1 3 1 1

②ライフステージに応じた健康づくりの
促進

4
(1)

4
(1)

3
1
(1)
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①安心して妊娠・出産できる環境整備
5 3 2 3 1 1

②子どもの健全育成の推進
6 1 5 1 2 2 1

③男女平等参画の視点に立った高齢
者、障害者施策の充実 13
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目次 
前文 
第一章 総則（第一条―第十二条） 
第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関

する基本的施策（第十三条―第二十

条） 
第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二

十八条） 
前文 
我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と

法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向け

た様々な取組が、国際社会における取組とも連動

しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努

力が必要とされている。 
一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟

化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応

していく上で、男女が、互いにその人権を尊重し

つつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、そ

の個性と能力を十分に発揮することができる男

女共同参画社会の実現は、緊要な課題となってい

る。 
このような状況にかんがみ、男女共同参画社会

の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最

重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野におい

て、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

の推進を図っていくことが重要である。 
ここに、男女共同参画社会の形成についての基

本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向

かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画

社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に

推進するため、この法律を制定する。 
第一章 総則 

（目的） 
第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、か
つ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活

力ある社会を実現することの緊要性にかんが

み、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念

を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責

務を明らかにするとともに、男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策の基本となる事項 
を定めることにより、男女共同参画社会の形成を

総合的かつ計画的に推進することを目的とす

る。 

 
 
 

平成十一年六月二十三日  
法律第七十八号 

    最終改正 平成十一年一二月二十三日  
   法律第一六〇号 

 
（定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の
対等な構成員として、自らの意思によって社

会のあらゆる分野における活動に参画する

機会が確保され、もって男女が均等に政治的、

経済的、社会的及び文化的利益を享受するこ

とができ、かつ、共に責任を担うべき社会を

形成することをいう。 
二 積極的改善措置 前号に規定する機会に
係る男女間の格差を改善するため必要な範

囲内において、男女のいずれか一方に対し、

当該機会を積極的に提供することをいう。 
（男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人
としての尊厳が重んぜられること、男女が性別

による差別的取扱いを受けないこと、男女が個

人として能力を発揮する機会が確保されるこ

とその他の男女の人権が尊重されることを旨

として、行われなければならない。 
（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、
社会における制度又は慣行が、性別による固定

的な役割分担等を反映して、男女の社会におけ

る活動の選択に対して中立でない影響を及ぼ

すことにより、男女共同参画社会の形成を阻害

する要因となるおそれがあることにかんがみ、

社会における制度又は慣行が男女の社会にお

ける活動の選択に対して及ぼす影響をできる

限り中立なものとするように配慮されなけれ

ばならない。 
（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社
会の対等な構成員として、国若しくは地方公共

団体における政策又は民間の団体における方

針の立案及び決定に共同して参画する機会が

確保されることを旨として、行われなければな

らない。 
（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成
する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、

男女共同参画社会基本法 
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子の養育、家族の介護その他の家庭生活におけ

る活動について家族の一員としての役割を円

滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行う

ことができるようにすることを旨として、行わ

れなければならない。 
（国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際
社会における取組と密接な関係を有している

ことにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、

国際的協調の下に行われなければならない。 
（国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女
共同参画社会の形成についての基本理念（以下

「基本理念」という。）にのっとり、男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改

善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、

及び実施する責務を有する。 
（地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、
男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施

策に準じた施策及びその他のその地方公共団

体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実

施する責務を有する。 
（国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他
の社会のあらゆる分野において、基本理念にの

っとり、男女共同参画社会の形成に寄与するよ

うに努めなければならない。 
（法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促
進に関する施策を実施するため必要な法制上

又は財政上の措置その他の措置を講じなけれ

ばならない。 
（年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画
社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策について

の報告を提出しなければならない。 
２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参
画社会の形成の状況を考慮して講じようとす

る男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策を明らかにした文書を作成し、これを国会に

提出しなければならない。 
第二章 男女共同参画社会の形成の促進

に関する基本的施策 
（男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促
進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を

図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関

する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計

画」という。）を定めなければならない。 
２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項に
ついて定めるものとする。 
一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参
画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社
会の形成の促進に関する施策を総合的かつ

計画的に推進するために必要な事項 
３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を
聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、

閣議の決定を求めなければならない。 
４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決
定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基

本計画を公表しなければならない。 
５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変
更について準用する。 
（都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を
勘案して、当該都道府県の区域における男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策につい

ての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参

画計画」という。）を定めなければならない。 
２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事
項について定めるものとする。 
一 都道府県の区域において総合的かつ長期
的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の大綱 
二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域
における男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために必要な事項 
３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府
県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の

区域における男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策についての基本的な計画（以下

「市町村男女共同参画計画」という。）を定め

るように努めなければならない。 
４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参
画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又

は変更したときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。 
（施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画
社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策

を策定し、及び実施するに当たっては、男女共

同参画社会の形成に配慮しなければならない。 
（国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を
通じて、基本理念に関する国民の理解を深める

よう適切な措置を講じなければならない。 
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（苦情の処理等） 
第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社
会の形成の促進に関する施策又は男女共同参

画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施

策についての苦情の処理のために必要な措置

及び性別による差別的取扱いその他の男女共

同参画社会の形成を阻害する要因によって人

権が侵害された場合における被害者の救済を

図るために必要な措置を講じなければならな

い。 
（調査研究） 

第十八条 国は、社会における制度又は慣行が男
女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する

調査研究その他の男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策の策定に必要な調査研究を

推進するように努めるものとする。 
（国際的協調のための措置） 

第十九条 国は、男女共同参画社会の形成を国際
的協調の下に促進するため、外国政府又は国際

機関との情報の交換その他男女共同参画社会

の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推

進を図るために必要な措置を講ずるように努

めるものとする。 
（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第二十条 国は、地方公共団体が実施する男女共
同参画社会の形成の促進に関する施策及び民

間の団体が男女共同参画社会の形成の促進に

関して行う活動を支援するため、情報の提供そ

の他の必要な措置を講ずるように努めるもの

とする。 
第三章 男女共同参画会議 

（設置） 
第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下
「会議」という。）を置く。 
（所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさど
る。 
一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第
三項に規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又
は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社

会の形成の促進に関する基本的な方針、基本

的な政策及び重要事項を調査審議すること。 
三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、
必要があると認めるときは、内閣総理大臣及

び関係各大臣に対し、意見を述べること。 
四 政府が実施する男女共同参画社会の形成
の促進に関する施策の実施状況を監視し、及

び政府の施策が男女共同参画社会の形成に

及ぼす影響を調査し、必要があると認めると

きは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、

意見を述べること。 
（組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内
をもって組織する。 
（議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充て
る。 

２ 議長は、会務を総理する。 
（議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充て
る。 
一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、
内閣総理大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識
見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任

命する者 
２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議
員の総数の十分の五未満であってはならない。 

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか
一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数

の十分の四未満であってはならない。 
４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 
（議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、
二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前

任者の残任期間とする。 
２ 前条第一項第二号の議員は、再任されること
ができる。 
（資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するた
めに必要があると認めるときは、関係行政機関

の長に対し、監視又は調査に必要な資料その他

の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な

協力を求めることができる。 
２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に
必要があると認めるときは、前項に規定する者

以外の者に対しても、必要な協力を依頼するこ

とができる。 
（政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の
組織及び議員その他の職員その他会議に関し

必要な事項は、政令で定める。 
附 則(省略) 
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目次 
前文 
第一章 総則（第一条―第七条） 
第二章 男女平等参画に関する基本的施策等

（第八条―第十四条） 
第三章 苦情及び相談への対応（第十五条・第

十六条） 
第四章 佐倉市男女平等参画審議会（第十七

条・第十八条） 
第五章 雑則（第十九条） 
附則 
戦争の世紀と言われた二十世紀が終わり、人権

の世紀と言われる二十一世紀を迎え、豊かな自然

や歴史、そして文化に育まれてきた佐倉市は、

「佐倉市平和行政の基本に関する条例」を制定し、

「人権尊重・人権擁護都市」を宣言している都市

にふさわしい、市民一人ひとりが心豊かに生き生

きと暮らせる活力に満ちたまちづくりを目指し

ている。 
一方、少子高齢化の進展や経済活動の成熟化、

家族形態の多様化、そして地域社会の変化などの

社会経済状況の急激な変化に対応していくため、

新しい社会の構築が求められている。 
そのためには、市民一人ひとりが互いの人権を

尊重し、性別にかかわりなく社会のあらゆる分野

における活動に平等に参画する機会が確保され、

かつ、共に責任を担うという男女平等参画社会の

実現が社会全体の緊要な課題となっている。 
これまで佐倉市においても、国内外における大

きな動きとともに、誰もが個人として尊重され、

自らの個性及び能力を十分に発揮することがで

きる社会の実現に向けて、様々な取組を進めてき

た。 
しかしながら、性別による固定的な役割分担の

意識やそれに基づく社会慣行が依然として根強

く残り、女性の、ひいては男性の生き方の選択に

も影響を与えている等、真の男女平等参画社会の

実現に向けてなお一層の努力が必要になってい

る。 
ここに、佐倉市は、男女平等参画を推進するこ

とにより、男女の人権が尊重され、真に豊かで活

力ある社会を実現することを目指し、この条例を

制定する。 
 
 

 
 

平成十四年十二月二十七日 
条例第四十一号 

 
第一章 総則 

（目的） 
第一条 この条例は、男女平等参画社会の形成に
関し、その基本理念を定め、市、市民及び事業

者の責務を明らかにするとともに、男女平等参

画に関する施策の基本となる事項を定めるこ

とにより、男女平等参画社会の形成を総合的か

つ計画的に推進し、もって佐倉市において男女

平等参画社会を実現することを目的とする。 
（定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 
一 男女平等参画社会 男女が、社会の対等な
構成員として、自らの意思によって社会のあ

らゆる分野における活動に平等に参画する

機会が確保され、もって男女が政治的、経済

的、社会的及び文化的利益を平等に享受する

ことができ、かつ、共に責任を担う社会をい

う。 
二 積極的格差是正措置 前号に規定する機
会に関し男女間に格差が生じている場合に、

その格差を是正するため必要な範囲におい

て、男女のいずれか一方に対し、その機会を

積極的に提供することをいう。 
三 ドメスティック・バイオレンス 配偶者
（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関

係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）

又は配偶者であった者に対する暴力的行為

（心身に対する不法な攻撃であって、生命又

は心身に危害を及ぼすものをいう。以下同

じ。）及び当該暴力的行為に付随して起こる

子への暴力的行為をいう。 
四 セクシュアル・ハラスメント 性的な言動
により他の者を不快にさせ、当該不快を受け

た者の就業環境その他の生活環境を害する

こと又は性的な言動を受けた者の対応によ

って当該性的な言動を受けた者に不利益を

与えることをいう。 
（基本理念） 

第三条 男女平等参画社会の形成は、次に掲げる
事項を基本理念として、推進されなければなら

ない。 
一 男女の個人としての尊厳が重んじられる

佐倉市男女平等参画推進条例 
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こと、男女が直接的であると間接的であると

を問わず性別による差別的取扱いを受けな

いこと、職場、学校、地域、家庭その他あら

ゆる場において男女がその個性及び能力を

発揮する機会が確保されることその他の男

女の人権が尊重されること。 
二 男女の社会における活動の自由な選択に
対して、社会における制度又は慣行が及ぼす

影響をできる限り中立なものとするよう配

慮すること。 
三 男女が、社会の対等な構成員として、市に
おける政策又は民間の団体における方針の

立案及び決定に平等に参画する機会が確保

されること。 
四 家族を構成する男女が、相互の協力と社会
の支援の下、子育て、家族の介護その他の家

庭生活における活動について家族の一員と

しての役割を円滑に果たし、かつ、その他の

社会生活における活動を行うことができる

こと。 
五 ドメスティック・バイオレンスその他の男
女平等参画を阻害する暴力的行為及びセク

シュアル・ハラスメントは、個人の尊厳を著

しく侵すものであり、根絶されなければなら

ないこと。 
六 男女は、互いの性を理解し、尊重するとと
もに、妊娠、出産その他の健康について、男

女の人権が尊重され、生涯にわたる心身の健

康が確保されること。 
七 男女平等参画社会の実現は、国際社会にお
ける取組と密接な関係を有していることを

考慮すること。 
（市の責務） 

第四条 市は、基本理念にのっとり、男女平等参
画に関する施策（積極的格差是正措置を含む。

以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する。 
２ 市は、男女平等参画の推進に当たっては、市
民、事業者、国及び他の地方公共団体との連携

及び協働に努める。 
３ 市は、男女平等参画に関する施策を推進する
ため、必要な財政上の措置を講ずる。 
（市民の責務） 

第五条 市民は、自ら男女平等参画への理解を深
め、基本理念にのっとり、職場、学校、地域、

家庭その他あらゆる場において男女平等参画

社会の形成に努める。 
（事業者の責務） 

第六条 事業者は、自ら男女平等参画への理解を
深め、基本理念にのっとり、男女平等参画社会

の形成に努める。 
２ 事業者は、市が実施する男女平等参画に関す
る施策に協力するよう努める。 
（性別による権利侵害の禁止） 

第七条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他
あらゆる場において、性別による差別的な取扱

いを行ってはならない。 
２ 何人も、職場、学校、地域、家庭その他あら
ゆる場において、ドメスティック・バイオレン

スその他の男女平等参画を阻害する暴力的行

為を行ってはならない。 
３ 何人も、職場、学校、地域、家庭その他あら
ゆる場において、セクシュアル・ハラスメント

を行ってはならない。 
第二章 男女平等参画に関する基本的施

策等 
（基本計画） 

第八条 市長は、男女平等参画に関する施策を総
合的かつ計画的に推進するため、男女平等参画

の推進に関する基本的な計画（以下「基本計画」

という。）を策定する。 
２ 市長は、基本計画を策定するときは、佐倉市
男女平等参画審議会の意見を聴くとともに、市

民及び事業者の意見を反映させるよう努める。 
３ 市長は、基本計画を策定したときは、これを
公表する。 
（推進体制の整備） 

第九条 市は、男女平等参画に関する施策を総合
的かつ計画的に推進するため、必要な体制を整

備する。 
（推進施策） 

第十条 市は、男女平等参画を推進するため、次
に掲げる施策を行う。 
一 施策の立案及び決定の場における男女平
等参画を推進するため、市の職員が性別にか

かわりなくその能力を開発し、及び発揮する

機会を確保するよう積極的格差是正措置を

講ずるとともに、附属機関その他審議会等の

委員の構成に関し、男女比格差の是正に努め

ること。 
二 雇用の場における男女平等参画を推進す
るため、事業者に対し、必要な情報の提供そ

の他の支援に努めるとともに、必要があると

認めるときは、雇用の分野における男女平等

参画の推進に関する取組の状況についての

報告を求めること。 
三 農業、自営の商工業等における男女平等参
画を推進するため、情報及び学習機会の提供

その他必要な支援に努めること。 
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四 家族を構成する男女が、相互の協力と社会
の支援の下、子育て、家族の介護その他の家

庭生活における活動とその他の社会生活に

おける活動を両立することができるよう必

要な支援に努めること。 
五 市民が男女平等参画への理解を深めるた
め、学校教育、社会教育その他あらゆる場に

おいて、男女平等参画に関する教育及び学習

の振興に努めること。 
六 男女平等参画を推進する活動を行う民間
の団体に対し、必要な情報の提供その他の支

援に努めるとともに、それらの団体との連携

及び協働に努めること。 
（年次報告） 

第十一条 市長は、男女平等参画に関する施策の
実施状況に関する年次報告書を作成し、及び公

表する。 
（調査、研究等） 

第十二条 市は、男女平等参画の推進に必要な調
査、研究並びに情報の収集及び整理を行う。 
（広報活動） 

第十三条 市は、市民及び事業者が基本理念に関
する理解を深めるために必要な広報活動を行

う。 
（拠点施設） 

第十四条 市は、男女平等参画に関する施策の推
進並びに市民及び事業者が行う男女平等参画

を推進する取組の支援のため、総合的な拠点施

設を整備する。 
第三章 苦情及び相談への対応 

（苦情及び相談の申出） 
第十五条 市民及び事業者は、市が実施する男女
平等参画に関する施策又は男女平等参画の推

進に影響を及ぼすと認められる施策に対する

苦情（以下「苦情」という。）及び性別による

差別的な取扱い等の男女平等参画の推進を阻

害する人権侵害に関する相談（以下「相談」と

いう。）があるときは、市長に対し、申し出る

ことができる。 
２ 何人も、苦情又は相談を申し出たことを理由
として、不利益な取扱いを受けない。 
（苦情及び相談の処理） 

第十六条 市長は、苦情及び相談の申出を受けた
ときは、関係機関と連携して適切かつ迅速に処

理するものとする。 
２ 市長は、苦情の処理を行う場合において、必
要があると認めるときは、佐倉市男女平等参画

審議会の意見を聴くことができる。 
３ 市長は、苦情及び相談の処理の状況について、

佐倉市男女平等参画審議会に報告する。 
第四章 佐倉市男女平等参画審議会 

（設置及び所掌事項） 
第十七条 男女平等参画に関する施策の総合的
かつ計画的な推進に関し必要な事項を審議す

るため、佐倉市男女平等参画審議会（以下「審

議会」という。）を置く。 
２ 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。 
一 市長の諮問に応じて、基本計画その他男女
平等参画に関する重要事項について調査審

議し、市長に意見を述べること。 
二 男女平等参画の推進に関し必要があると
認める事項について調査研究し、市長に意見

を述べること。 
（組織等） 

第十八条 審議会は、委員十二人以内で組織する。
この場合において、男女のいずれか一方の委員

の数は、委員の総数の十分の四未満とならない

ものとする。 
２ 委員は、公募に応じた市民並びに事業者及び
学識経験を有する者のうちから市長が委嘱す

る。 
３ 委員の任期は、二年とする。ただし、再任を
妨げない。 

４ 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任
期は、前任者の残任期間とする。 

第五章 雑則 
（委任） 

第十九条 この条例に定めるもののほか、必要な
事項は、規則で定める。 

附 則 
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。 
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目次 
前文 
第一章      総則（第一条・第二条） 
第一章の二  基本方針及び都道府県基本計画等

（第二条の二・第二条の三） 
第二章      配偶者暴力相談支援センター等（第

三条―第五条） 
第三章     被害者の保護（第六条―第九条の二） 
第四章     保護命令（第十条―第二十二条） 
第五章     雑則（第二十三条―第二十八条） 
第六章     罰則（第二十九条・第三十条） 
附則 
我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法

の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実

現に向けた取組が行われている。 
ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為

をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被

害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。

また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女

性であり、経済的自立が困難である女性に対して配

偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男

女平等の実現の妨げとなっている。 
このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等

の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、

被害者を保護するための施策を講ずることが必要

である。このことは、女性に対する暴力を根絶しよ

うと努めている国際社会における取組にも沿うも

のである。 
ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保

護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶

者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、

この法律を制定する。 
第一章 総則 
（定義） 
第一条 この法律において「配偶者からの暴力」と
は、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対す

る不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及

ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる

心身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項にお

いて「身体に対する暴力等」と総称する。）をい

い、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後

に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消さ

れた場合にあっては、当該配偶者であった者から

引き続き受ける身体に対する暴力等を含むもの

とする。 
２ この法律において「被害者」とは、配偶者から
の暴力を受けた者をいう。 
３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出を 

 
 
 

平成十三年四月十三日 
法律第三十一号 

最終改正：平成十九年七月十一日 
法律第百十三号 

 
していないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

った者が、事実上離婚したと同様の事情に入るこ

とを含むものとする。 
（国及び地方公共団体の責務） 
第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力
を防止するとともに、被害者の自立を支援するこ

とを含め、その適切な保護を図る責務を有する。 
第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 
第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務
大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五

項において「主務大臣」という。）は、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護のための施策

に関する基本的な方針（以下この条並びに次条第

一項及び第三項において「基本方針」という。）

を定めなければならない。 
２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、
次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項

の市町村基本計画の指針となるべきものを定め

るものとする。 
一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に
関する基本的な事項 
二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の
ための施策の内容に関する事項 
三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の
保護のための施策の実施に関する重要事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更
しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関

の長に協議しなければならない。 
４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更
したときは、遅滞なく、これを公表しなければな

らない。 
（都道府県基本計画等） 
第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該
都道府県における配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護のための施策の実施に関する基本

的な計画（以下この条において「都道府県基本計

画」という。）を定めなければならない。 
２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項
を定めるものとする。 
一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に
関する基本的な方針 
二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の
ための施策の実施内容に関する事項 
三 その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の
保護のための施策の実施に関する重要事項 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
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３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本
方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、

当該市町村における配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護のための施策の実施に関する基

本的な計画（以下この条において「市町村基本計

画」という。）を定めるよう努めなければならな

い。 
４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は
市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。 
５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道
府県基本計画又は市町村基本計画の作成のため

に必要な助言その他の援助を行うよう努めなけ

ればならない。 
第二章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 
第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人
相談所その他の適切な施設において、当該各施設

が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を

果たすようにするものとする。 
２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設に
おいて、当該各施設が配偶者暴力相談支援センタ

ーとしての機能を果たすようにするよう努める

ものとする。 
３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの
暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる

業務を行うものとする。 
一 被害者に関する各般の問題について、相談に
応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行

う機関を紹介すること。 
二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学
的又は心理学的な指導その他の必要な指導を

行うこと。 
三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合に
あっては、被害者及びその同伴する家族。次号、

第六号、第五条及び第八条の三において同じ。）

の緊急時における安全の確保及び一時保護を

行うこと。 
四 被害者が自立して生活することを促進するた
め、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する

制度の利用等について、情報の提供、助言、関

係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 
五 第四章に定める保護命令の制度の利用につい
て、情報の提供、助言、関係機関への連絡その

他の援助を行うこと。 
六 被害者を居住させ保護する施設の利用につい
て、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整

その他の援助を行うこと。 
４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら
行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者

に委託して行うものとする。 
５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行
うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護を図るための活動を行

う民間の団体との連携に努めるものとする。 
（婦人相談員による相談等） 
第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要
な指導を行うことができる。 
（婦人保護施設における保護） 
第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者
の保護を行うことができる。 
第三章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 
第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であ
った者からの身体に対する暴力に限る。以下この

章において同じ。）を受けている者を発見した者

は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警

察官に通報するよう努めなければならない。 
２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに
当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾

病にかかったと認められる者を発見したときは、

その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察

官に通報することができる。この場合において、

その者の意思を尊重するよう努めるものとする。 
３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示
罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定

は、前二項の規定により通報することを妨げるも

のと解釈してはならない。 
４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに
当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾

病にかかったと認められる者を発見したときは、

その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の

利用について、その有する情報を提供するよう努

めなければならない。 
（配偶者暴力相談支援センターによる保護につ

いての説明等） 
第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に
関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応

じ、被害者に対し、第三条第三項の規定により配

偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容に

ついて説明及び助言を行うとともに、必要な保護

を受けることを勧奨するものとする。 
（警察官による被害の防止） 
第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力
が行われていると認めるときは、警察法（昭和二

十九年法律第百六十二号）、警察官職務執行法（昭

和二十三年法律第百三十六号）その他の法令の定

めるところにより、暴力の制止、被害者の保護そ

の他の配偶者からの暴力による被害の発生を防

止するために必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。 
（警察本部長等の援助） 
第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長
（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方

面については、方面本部長。第十五条第三項にお

いて同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力

を受けている者から、配偶者からの暴力による被 
害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申
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出があり、その申出を相当と認めときは、当該配

偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安

委員会規則で定めるところにより、当該被害を自

ら防止するための措置の教示その他配偶者から

の暴力による被害の発生を防止するために必要

な援助を行うものとする。 
（福祉事務所による自立支援） 
第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十
五号）に定める福祉に関する事務所（次条におい

て「福祉事務所」という。）は、生活保護法（昭

和二十五年法律第百四十四号）、児童福祉法（昭

和二十二年法律第百六十四号）、母子及び寡婦福

祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）その他の

法令の定めるところにより、被害者の自立を支援

するために必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 
（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警
察、福祉事務所等都道府県又は市町村の関係機関

その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当た

っては、その適切な保護が行われるよう、相互に

連携を図りながら協力するよう努めるものとす

る。 
（苦情の適切かつ迅速な処理） 
第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係
る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の

申出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理

するよう努めるものとする。 
第四章 保護命令 

（保護命令） 
第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又
は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に

対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以

下この章において同じ。）を受けた者に限る。以

下この章において同じ。）が、配偶者からの身体

に対する暴力を受けた者である場合にあっては

配偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者か

らの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離

婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっ

ては、当該配偶者であった者から引き続き受ける

身体に対する暴力。第十二条第一項第二号におい

て同じ。）により、配偶者からの生命等に対する

脅迫を受けた者である場合にあっては配偶者か

ら受ける身体に対する暴力（配偶者からの生命等

に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、

又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当

該配偶者であった者から引き続き受ける身体に

対する暴力。同号において同じ。）により、その

生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大

きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、

その生命又は身体に危害が加えられることを防

止するため、当該配偶者（配偶者からの身体に対

する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後に、

被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された

場合にあっては、当該配偶者であった者。以下こ

の条、同項第三号及び第四号並びに第十八条第一

項において同じ。）に対し、次の各号に掲げる事

項を命ずるものとする。ただし、第二号に掲げる

事項については、申立ての時において被害者及び

当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。 
一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、
被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠と

している住居を除く。以下この号において同

じ。）その他の場所において被害者の身辺につ

きまとい、又は被害者の住居、勤務先その他そ

の通常所在する場所の付近をはいかいしては

ならないこと。 
二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、
被害者と共に生活の本拠としている住居から

退去すること及び当該住居の付近をはいかい

してはならないこと。 
２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号
の規定による命令を発する裁判所又は発した裁

判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身

体に危害が加えられることを防止するため、当該

配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号

の規定による命令の効力が生じた日から起算し

て六月を経過する日までの間、被害者に対して次

の各号に掲げるいずれの行為もしてはならない

ことを命ずるものとする。 
一 面会を要求すること。 
二 その行動を監視していると思わせるような事
項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 
三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 
四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得
ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファ

クシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メ

ールを送信すること。 
五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から
午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミ

リ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信

すること。 
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌
悪の情を催させるような物を送付し、又はその

知り得る状態に置くこと。 
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り
得る状態に置くこと。 
八 その性的しゅう羞恥心を害する事項を告げ、
若しくはその知り得る状態に置き、又はその性

的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付

し、若しくはその知り得る状態に置くこと。 
３ 第一項本文に規定する場合において、被害者が
その成年に達しない子（以下この項及び次項並び

に第十二条第一項第三号において単に「子」とい

う。）と同居しているときであって、配偶者が幼

年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行って

いることその他の事情があることから被害者が

その同居している子に関して配偶者と面会する
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ことを余儀なくされることを防止するため必要

があると認めるときは、第一項第一号の規定によ

る命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害

者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加

えられることを防止するため、当該配偶者に対し、

命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命

令の効力が生じた日から起算して六月を経過す

る日までの間、当該子の住居（当該配偶者と共に

生活の本拠としている住居を除く。以下この項に

おいて同じ。）、就学する学校その他の場所にお

いて当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住

居、就学する学校その他その通常所在する場所の

付近をはいかいしてはならないことを命ずるも

のとする。ただし、当該子が十五歳以上であると

きは、その同意がある場合に限る。 
４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が
被害者の親族その他被害者と社会生活において

密接な関係を有する者（被害者と同居している子

及び配偶者と同居している者を除く。以下この項

及び次項並びに第十二条第一項第四号において

「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく

粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の

事情があることから被害者がその親族等に関し

て配偶者と面会することを余儀なくされること

を防止するため必要があると認めるときは、第一

項第一号の規定による命令を発する裁判所又は

発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生

命又は身体に危害が加えられることを防止する

ため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日

以後、同号の規定による命令の効力が生じた日か

ら起算して六月を経過する日までの間、当該親族

等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としてい

る住居を除く。以下この項において同じ。）その

他の場所において当該親族等の身辺につきまと

い、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通

常所在する場所の付近をはいかいしてはならな

いことを命ずるものとする。 
５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳
未満の子を除く。以下この項において同じ。）の

同意（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後

見人である場合にあっては、その法定代理人の同

意）がある場合に限り、することができる。 
（管轄裁判所） 
第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに
係る事件は、相手方の住所（日本国内に住所がな

いとき又は住所が知れないときは居所）の所在地

を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 
２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の
各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもする

ことができる。 
一 申立人の住所又は居所の所在地 
二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する
暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 
（保護命令の申立て） 

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定によ
る命令（以下「保護命令」という。）の申立ては、

次に掲げる事項を記載した書面でしなければな

らない。 
一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に
対する脅迫を受けた状況 
二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配
偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の

配偶者から受ける身体に対する暴力により、生

命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大

きいと認めるに足りる申立ての時における事

情三 第十条第三項の規定による命令の申立て
をする場合にあっては、被害者が当該同居して

いる子に関して配偶者と面会することを余儀

なくされることを防止するため当該命令を発

する必要があると認めるに足りる申立ての時

における事情 
四 第十条第四項の規定による命令の申立てをす
る場合にあっては、被害者が当該親族等に関し

て配偶者と面会することを余儀なくされるこ

とを防止するため当該命令を発する必要があ

ると認めるに足りる申立ての時における事情 
五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察
職員に対し、前各号に掲げる事項について相談

し、又は援助若しくは保護を求めた事実の有無

及びその事実があるときは、次に掲げる事項 
イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該
警察職員の所属官署の名称ロ 相談し、又は
援助若しくは保護を求めた日時及び場所 
ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 
ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措
置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項
第五号イからニまでに掲げる事項の記載がない

場合には、申立書には、同項第一号から第四号ま

でに掲げる事項についての申立人の供述を記載

した書面で公証人法（明治四十一年法律第五十三

号）第五十八条ノ二第一項の認証を受けたものを

添付しなければならない。 
（迅速な裁判） 
第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件
については、速やかに裁判をするものとする。 
（保護命令事件の審理の方法） 
第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち
会うことができる審尋の期日を経なければ、これ

を発することができない。ただし、その期日を経

ることにより保護命令の申立ての目的を達する

ことができない事情があるときは、この限りでな

い。 
２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに
掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当

該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官

署の長に対し、申立人が相談し又は援助若しくは

保護を求めた際の状況及びこれに対して執られ
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た措置の内容を記載した書面の提出を求めるも

のとする。この場合において、当該配偶者暴力相

談支援センター又は当該所属官署の長は、これに

速やかに応ずるものとする。 
３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項
の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官

署の長又は申立人から相談を受け、若しくは援助

若しくは保護を求められた職員に対し、同項の規

定により書面の提出を求めた事項に関して更に

説明を求めることができる。 
（保護命令の申立てについての決定等） 
第十五条 保護命令の申立てについての決定には、
理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論

を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示

せば足りる。 
２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は
相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日

における言渡しによって、その効力を生ずる。 
３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速
やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は

居所を管轄する警視総監又は道府県警察本部長

に通知するものとする。 
４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶
者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又

は援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、

申立書に当該事実に係る第十二条第一項第五号

イからニまでに掲げる事項の記載があるときは、

裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨

及びその内容を、当該申立書に名称が記載された

配偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称

が記載された配偶者暴力相談支援センターが二

以上ある場合にあっては、申立人がその職員に対

し相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が

最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通

知するものとする。 
５ 保護命令は、執行力を有しない。 
（即時抗告） 
第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対し
ては、即時抗告をすることができる。 
２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及
ぼさない。 
３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取
消しの原因となることが明らかな事情があるこ

とにつき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、

申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を

生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずる

ことができる。事件の記録が原裁判所に存する間

は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。 
４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定に
よる命令の効力の停止を命ずる場合において、同

条第二項から第四項までの規定による命令が発

せられているときは、裁判所は、当該命令の効力

の停止をも命じなければならない。 
５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申

し立てることができない。 
６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による
命令を取り消す場合において、同条第二項から第

四項までの規定による命令が発せられていると

きは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなけ

ればならない。 
７ 前条第四項の規定による通知がされている保護
命令について、第三項若しくは第四項の規定によ

りその効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所

がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、速

やかに、その旨及びその内容を当該通知をした配

偶者暴力相談支援センターの長に通知するもの

とする。 
８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合
並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合

について準用する。 
（保護命令の取消し） 
第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命
令の申立てをした者の申立てがあった場合には、

当該保護命令を取り消さなければならない。第十

条第一項第一号又は第二項から第四項までの規

定による命令にあっては同号の規定による命令

が効力を生じた日から起算して三月を経過した

後において、同条第一項第二号の規定による命令

にあっては当該命令が効力を生じた日から起算

して二週間を経過した後において、これらの命令

を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命

令の申立てをした者に異議がないことを確認し

たときも、同様とする。 
２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規
定による命令を発した裁判所が前項の規定によ

り当該命令を取り消す場合について準用する。 
３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二
項の場合について準用する。 
（第十条第一項第二号の規定による命令の再度

の申立て） 
第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が
発せられた後に当該発せられた命令の申立ての

理由となった身体に対する暴力又は生命等に対

する脅迫と同一の事実を理由とする同号の規定

による命令の再度の申立てがあったときは、裁判

所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居か

ら転居しようとする被害者がその責めに帰する

ことのできない事由により当該発せられた命令

の効力が生ずる日から起算して二月を経過する

日までに当該住居からの転居を完了することが

できないことその他の同号の規定による命令を

再度発する必要があると認めるべき事情がある

ときに限り、当該命令を発するものとする。ただ

し、当該命令を発することにより当該配偶者の生

活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当

該命令を発しないことができる。 
２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規
定の適用については、同条第一項各号列記以外の
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部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号、

第二号及び第五号に掲げる事項並びに第十八条

第一項本文の事情」と、同項第五号中「前各号に

掲げる事項」とあるのは「第一号及び第二号に掲

げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、

同条第二項中「同項第一号から第四号までに掲げ

る事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に掲

げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」とす

る。 
（事件の記録の閲覧等） 
第十九条 保護命令に関する手続について、当事者
は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若し

くは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又

は事件に関する事項の証明書の交付を請求する

ことができる。ただし、相手方にあっては、保護

命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を

呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に

対する保護命令の送達があるまでの間は、この限

りでない。 
（法務事務官による宣誓認証） 
第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局
の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人

がその職務を行うことができない場合には、法務

大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又はその

支局に勤務する法務事務官に第十二条第二項（第

十八条第二項の規定により読み替えて適用する

場合を含む。）の認証を行わせることができる。 
（民事訴訟法の準用） 
第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除
き、保護命令に関する手続に関しては、その性質

に反しない限り、民事訴訟法（平成八年法律第百

九号）の規定を準用する。 
（最高裁判所規則） 
第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命
令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所

規則で定める。 
第五章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 
第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、
捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項におい

て「職務関係者」という。）は、その職務を行う

に当たり、被害者の心身の状況、その置かれてい

る環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等

を問わずその人権を尊重するとともに、その安全

の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなけれ

ばならない。 
２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被
害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する

理解を深めるために必要な研修及び啓発を行う

ものとする。 
（教育及び啓発） 
第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの
暴力の防止に関する国民の理解を深めるための

教育及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 
第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの
暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害

者の更生のための指導の方法、被害者の心身の健

康を回復させるための方法等に関する調査研究

の推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及

び資質の向上に努めるものとする。 
（民間の団体に対する援助） 
第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの
暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動

を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう

努めるものとする。 
（都道府県及び市の支弁） 
第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を
支弁しなければならない。 
一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業
務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号

に掲げる費用を除く。） 
二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談
所が行う一時保護（同条第四項に規定する厚生

労働大臣が定める基準を満たす者に委託して

行う場合を含む。）に要する費用 
三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱す
る婦人相談員が行う業務に要する費用 
四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護
(市町村、社会福祉法人その他適当と認める者
に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い

必要な事務に要する費用 
２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する
婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁しな

ければならない。 
（国の負担及び補助） 
第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都
道府県が前条第一項の規定により支弁した費用

のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものにつ

いては、その十分の五を負担するものとする。 
２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げ
る費用の十分の五以内を補助することができる。 
一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した
費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるも

の 
二 市が前条第二項の規定により支弁した費用 
第六章 罰則 

第二十九条 保護命令に違反した者は、一年以下の
懲役又は百万円以下の罰金に処する。 
第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規定
により読み替えて適用する場合を含む。）の規定

により記載すべき事項について虚偽の記載のあ

る申立書により保護命令の申立てをした者は、十

万円以下の過料に処する。 
附 則〔抄〕 
（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を
経過した日から施行する。ただし、第二章、第六
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条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限

る。）、第七条、第九条（配偶者暴力相談支援セ

ンターに係る部分に限る。）、第二十七条及 
び第二十八条の規定は、平成十四年四月一日から施

行する。 
（経過措置） 
第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所
に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力

に関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた

場合における当該被害者からの保護命令の申立

てに係る事件に関する第十二条第一項第四号並

びに第十四条第二項及び第三項の規定の適用に

ついては、これらの規定中「配偶者暴力相談支援

センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。 
（検討） 
第三条 この法律の規定については、この法律の施
行後三年を目途として、この法律の施行状況等を

勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必

要な措置が講ぜられるものとする。 
附 則〔平成十六年法律第六十四号〕 
（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を
経過した日から施行する。 
（経過措置） 
第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改
正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する法律（次項において「旧法」という。）

第十条の規定による命令の申立てに係る同条の

規定による命令に関する事件については、なお従

前の例による。 
２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられ
た後に当該命令の申立ての理由となった身体に

対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害

を及ぼすものと同一の事実を理由とするこの法

律による改正後の配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護に関する法律（以下「新法」という。）

第十条第一項第二号の規定による命令の申立て

（この法律の施行後最初にされるものに限る。）

があった場合における新法第十八条第一項の規

定の適用については、同項中「二月」とあるのは、

「二週間」とする。 
（検討） 
第三条 新法の規定については、この法律の施行後
三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、

検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置

が講ぜられるものとする。 
附 則〔平成十九年法律第百十三号〕〔抄〕 
（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を
経過した日から施行する。 
（経過措置） 
第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改
正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護に関する法律第十条の規定による命令の申立

てに係る同条の規定による命令に関する事件に

ついては、なお従前の例による。 



家族経営協定

　家族経営協定において、経営主と配偶者、その他の家族が自由な意思に基づいて、農業経
営の目標・収益の配分・経営委譲計画や就業時間や休日など生活上の諸事項などについて取
り決め文書で結ぶこと。

固定的な性別役割分担意識

　「男は仕事、女は家庭」というように、性別によって役割や責任を固定化されてしまう概念をい
う。性別役割分担意識は、一人ひとりが持つ能力や個性、適性などの違いとは関係なく性別で
固定化してしまい、多様な自己実現意欲や生き方、働き方等を制約し、女性の経済的自立や男
性の生活レベルでの自立、精神的自立を阻害する原因にもなっている。

シェルター                                                                   

　DV被害者が加害者から避難するための緊急一時的な保護施設。保護施設としての機能のほ
か、被害者への支援を行い、自立に向け準備をする場としての機能も果たす。

ジェンダー(社会的性別)                                                                            

　人間に生まれついてある生物学的性別(セックス/SEX)とは別に、社会通念や慣習などにより
作られた「男性像」や「女性像」のような男性、女性の別を「ジェンダー(社会的性別)」という。こ
の「ジェンダー」という言葉自体は良い、悪いの価値を含むものではなく、国際的にも使われて
いる。

女性のエンパワーメント

　女性が自らの意識と能力を高め、政治的、経済的、社会的、および文化的に力を持ち、その
力をあらゆる分野で発揮し、行動していくこと。

性と生殖に関する健康・権利(リプロダクティブ・ヘルス/ライツ)                           

　「性と生殖に関する健康と権利」と訳される。１９９４年、カイロで開催された、国際人口・開発
会議において提唱された。リプロダクティブ・ヘルスは、ライフサイクルを通じて、個人、特に女
性の健康の自己決定権を保障する考え方。リプロダクティブ・ライツはそのことを、すべての
人々の基本的人権として位置付ける理念。

セクシュアル・ハラスメント                                                                         

　性的な言動により他の者を不快にさせ、当該不快を受けた者の就業環境その他の生活環境
を害すること又は性的な言動を受けた者の対応によって当該性的な言動を受けた者に不利益
を与えることをいう。

ドメスティック・バイオレンス（DV）                                                                 

　心偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同
じ。）又は配偶者であった者に対する暴力的行為（心身に対する不法な攻撃であって、生命又
は心身に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）及び当該暴力的行為に付随して起こる子への
暴力的行為をいう。

ノーマライゼーション                                                                                

　「障害のある人も、ない人も、社会を構成する一員として、お互いに尊重し、支え合いながら、
地域の中で共に生活する社会こそが普通である」という理念に基づいて、障害のある人が社会
で普通の生活を送ることができるよう、さまざまな条件を整えるべきであるという考え方。
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ファミリー・サポートセンター

　地域において育児の相互援助活動を行う会員組織。急な残業や子どもの病気の際など、既
存の保育施設では応じきれない変動的、変則的な保育需要に対応するため、育児の援助を行
いたい者と育児の援助を受けたい者からなる会員組織。

ポジティブ・アクション（積極的改善措置）                                                         

　男女間の参画機会の格差を改善するために、必要な範囲において男女のいずれか一方に対
し、その機会を積極的に提供することをいい、男女共同参画社会基本法に規定されている。

メディア・リテラシー                                                                                      

　様々な情報があふれる現代社会において、テレビや新聞雑誌、インターネットなど、あらゆるメ
ディアからもたらされる情報を主体的に読み解き、活用する能力。さらにはメディアを使って表
現する能力をいう。

ユニバーサルデザイン                                                                                

　「全ての人のためのデザイン（構想、計画、設計）」。年齢、性別、身体、言語など、人々が持つ
さまざまな特性や違いを超えて、はじめから、できるだけ全ての人が利用しやすい、全ての人に
配慮した環境、建物、製品等のデザインをしていこうという考え方。

ライフステージ

人間の一生を段階別に区分したもの。例えば、乳幼児期、少年期、青年期、壮年期、老年期と
いったように、各段階で区分する。

ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)
　労働者が仕事と生活をうまく調和させること。元来、仕事の充実と同じくらい家庭や遊びといっ
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　労働者が仕事と生活をうまく調和させること。元来、仕事の充実と同じくらい家庭や遊びといっ
た生活での充実は重要であるものの、仕事に追われて生活を楽しめなかったり、仕事と子育て
の両立に悩んだりと、現実には仕事と生活の間で問題を抱えている労働者は多く、平成19年12
月、関係閣僚、経済界、労働界、地方自治体の合意により「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・
バランス)憲章」が策定され、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて官民一体となって取り組み
始めた。
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